
讃
岐
白
峯
寺
に
み
る
高
松
藩
と
地
域
社
会

二
七

観
音
を
本
尊
と
す
る
仏
堂
を
建
て
た
と
い
う
。
寺
蔵
の
十
一
面
観
音
像
菩
薩
立
像

が
平
安
時
代
中
期
、
不
動
明
王
坐
像
が
平
安
時
代
後
期
の
作
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
お
り（

２
）、

こ
の
点
よ
り
も
平
安
時
代
に
は
創
始
さ
れ
て
い
た
、
古
代
の
山
岳
仏
教
系
の
寺
院
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
保
元
の
乱
で
敗
れ
讃
岐
に
流
さ
れ
た
崇
徳
上
皇
は
、
長
寛
二
年
に
生
涯
を
終
え
、

白
峯
寺
の
西
北
の
寺
域
内
に
墓
所
崇
徳
院
陵
が
設
け
ら
れ
た
。
そ
の
側
に
菩
提
を
弔

う
た
め
に
廟
堂
（
御
影
堂
・
法
華
堂
・
頓
証
寺
と
呼
ば
れ
る
）
が
建
て
ら
れ
た
。
仁

安
二
年
頃
に
は
歌
人
西
行
が
崇
徳
院
陵
を
参
拝
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
崇
徳
院
陵
参

詣
の
広
ま
り
の
な
か
で
、
白
峯
寺
へ
の
信
仰
、
参
詣
も
多
く
の
人
々
の
間
に
高
ま
っ

て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
白
峯
寺
が
史
料
上
確
認
で
き
る
の
は
鎌
倉
時
代
に
入
っ
た
建
長
元
年
で
あ
り
、
讃

岐
に
流
さ
れ
て
い
た
道
範
の
日
記
「
南
海
流
浪
記（

３
）」

に
、
こ
の
年
八
月
に
道
範
が
白

峯
寺
へ
移
っ
た
記
事
が
あ
る
が
、
道
範
が
白
峯
寺
と
廟
所
を
同
一
視
し
て
い
た
こ
と

が
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
鎌
倉
末
期
の
乾
元
元
年
に
は
崇
徳
院
の
供
養
が
行
わ
れ
て

い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る（

４
）。

弘
安
元
年
と
元
享
四
年
の
銘
を
も
つ
二
つ
の
十
三
重

塔
、
文
永
四
年
の
石
燈
籠
ほ
か
、
鎌
倉
期
の
石
造
物
が
多
く
あ
る
こ
と
は
、
鎌
倉
時

代
の
白
峯
寺
の
繁
栄
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
永
徳
二
年
に
白
峯
寺
は
落
雷
に
よ
る
火
災
で
本
尊
も
消
失
し
た
が（

５
）、

讃
岐
守
護
細

川
頼
之
の
援
助
に
よ
り
復
興
に
向
か
い（

６
）、

応
永
二
○
年
が
崇
徳
院
の
二
五
○
回
忌

に
当
た
る
と
こ
ろ
か
ら
、
応
永
十
三
年
に
は
先
述
の
「
白
峯
寺
縁
起
」
が
作
成
さ
れ
、

　
　
　
　
は
じ
め
に

　
　
　
一
白
峯
寺
と
高
松
藩

　
　
　
　
　
１
高
松
藩
の
保
護
と
祈
祷
寺

　
　
　
　
　
２
高
松
藩
の
雨
乞
祈
祷

　
　
　
　
　
３
白
峯
寺
と
崇
德
院

　
　
　
　
　
４
崇
德
院
六
五
○
年
回
忌
と「
奉
加
」

　
　
　
二
白
峯
寺
の
財
政

　
　
　
　
　
１
寺
領
と
収
納
高

　
　
　
　
　
２
財
政
運
営
と
高
松
藩

　
　
　
　
　
３
開
帳
と「
丸
亀
講
中
」

　
　
　
三
白
峯
寺
と
地
域
社
会

　
　
　
　
　
１「
五
穀
成
就
」の
祈
祷

　
　
　
　
　
２
大
政
所
の
雨
乞
祈
祷
願
い

　
　
　
　
　
３
村
落
と
の
か
か
わ
り

　
　
　
　
お
わ
り
に

　
　は
じ
め
に

　
瀬
戸
内
海
に
面
す
る
五
色
台
の
白
峰
の
山
上
に
あ
る
白
峯
寺
は
、「
白
峯
寺
縁
起（

１
）」

に
よ
れ
ば
弘
法
大
師
空
海
が
開
基
し
、
そ
の
後
貞
観
二
年
に
智
証
大
師
円
珍
が
千
手

讃
岐
白
峯
寺
に
み
る
高
松
藩
と
地
域
社
会

木
　
原
　
溥
　
幸
　
　



二
八

応
永
二
一
年
に
は
室
町
幕
府
将
軍
足
利
義
持
の
執
奏
に
よ
っ
て
、
後
小
松
天
皇
が
頓

証
寺
の
額
を
揮
毫
し（

７
）（

現
存
す
る
「
寺
号
額
﹃
頓
証
寺
﹄」）、
ま
た
讃
岐
守
護
細
川
満

元
が
勧
進
し
て
頓
証
寺
法
楽
和
歌
会
を
自
邸
で
催
し
て
い
る（

８
）。

　
中
世
の
白
峰
山
に
は
、
熊
野
の
先
達
を
は
じ
め
廻
国
す
る
多
く
の
聖
や
行
者
ら
が

訪
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
、
白
峯
寺
は
古
代
以
来
の
山
岳
仏
教
系
の
寺
院
と
し
て
の

側
面
を
受
け
継
ぎ
、
さ
ら
に
近
世
に
入
る
と
行
者
堂
が
再
建
さ
れ
る
な
ど
、
山
岳
信

仰
の
拠
点
と
し
て
長
ら
く
維
持
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
古
く
は
二
一
の

末
寺
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
多
く
の
子
院
を
も
つ
大
寺
院
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る（

９
）。

　
こ
の
よ
う
に
中
世
ま
で
の
白
峯
寺
に
つ
い
て
は
、
そ
の
歴
史
的
な
特
徴
は
あ
る
程

度
理
解
で
き
る
が
、
近
世
の
白
峯
寺
に
関
し
て
は
こ
れ
ま
で
ま
と
ま
っ
た
研
究
は
な

く
、
そ
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
解
明
さ
れ
て
い
な
い
と
い
え
る
。
し
か

し
二
○
一
○
年
度
よ
り
白
峯
寺
の
史
跡
指
定
に
向
け
て
の
総
合
調
査
が
実
施
さ
れ（

10
）、

白
峯
寺
所
蔵
の
近
世
古
文
書
に
つ
い
て
も
そ
の
内
容
が
報
告
さ
れ
、
近
世
の
白
峯
寺

の
動
向
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の

古
文
書
に
よ
っ
て
、
高
松
藩
と
の
関
係
や
崇
德
院
回
忌
、
寺
財
政
の
状
況
、
及
び
地

域
社
会
と
の
関
わ
り
等
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　
な
お
、
白
峯
寺
は
四
国
遍
路
八
十
八
か
所
の
八
十
一
番
札
所
で
あ
る
の
で
、
そ
れ

に
関
係
し
た
こ
と
も
述
べ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
白
峯
寺
に
は
札
所

に
関
す
る
史
料
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
。
数
少
な
い
史
料
に
よ
っ
て
、
す
で
に

上
野
進
氏
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で（

11
）、

そ
れ
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

一
白
峯
寺
と
高
松
藩

　
　
１
高
松
藩
の
保
護
と
祈
祷
寺

　
高
松
藩
が
成
立
す
る
以
前
に
お
け
る
近
世
初
期
の
、
讃
岐
の
領
主
で
あ
っ
た
生
駒

氏
と
の
関
係
に
つ
い
て
ま
ず
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
天
正
十
三
年
七
月
に
豊
臣
秀
吉
は
、
四
国
を
制
覇
し
て
い
た
長
宗
我
部
元
親
の
軍

勢
を
破
り
、
こ
れ
ま
で
長
宗
我
部
軍
と
戦
っ
て
い
た
千
石
秀
久
を
讃
岐
の
領
主
と
し

た
。
こ
の
千
石
秀
久
が
白
峯
寺
へ
翌
十
四
年
二
月
に
一
○
○
石
（
場
所
不
明
）、
八

月
に
青
海
の
内
に
一
○
○
石
の
計
二
○
○
石
を
寄
進
し
て
い
る（

12
）。

千
石
秀
久
は
そ
れ

か
ら
約
一
年
半
後
、
秀
吉
に
よ
る
九
州
の
島
津
氏
攻
撃
に
失
敗
し
、
讃
岐
を
取
り
上

げ
ら
れ
た
。
そ
し
て
天
正
十
五
年
六
月
に
秀
吉
配
下
の
武
将
生
駒
親
正
が
讃
岐
の
領

主
と
な
っ
た
。

　
生
駒
親
正
は
襲
封
直
後
の
一
○
月
に
白
峯
寺
へ
綾
郡
の
青
海
村
に
五
○
石
を
寄
進

し
て
お
り
、
関
个
原
合
戦
後
に
新
藩
主
と
な
っ
た
親
正
の
子
一
正
は
、
慶
長
六
年
に

改
め
て
寺
領
五
○
石
を
寄
進
し
、
山
林
竹
木
の
「
進
退
」
を
認
め
て
い
る（

13
）。

そ
し
て

白
峯
寺
院
主
別
名
を
こ
れ
ま
で
ど
お
り
院
主
と
し
て
了
承
し
、
寺
領
の
知
行
、
寺
物

の
管
理
を
行
う
よ
う
、
一
正
の
有
力
家
臣
の
佐
藤
掃
部
助
を
通
し
て
伝
え
て
い
る
。

ま
た
白
峰
山
中
の
林
中
の
「
大
門
」
か
ら
内
の
「
谷
中
」
で
の
、
竹
木
の
伐
り
取
り
の

停
止
、
白
峯
寺
領
の
百
姓
に
一
切
の「
公
事
」の
禁
止
を
命
じ
て
い
る（

14
）。

　
慶
長
九
年
に
、
天
文
八
年
に
罹
災
し
た
本
堂
・
千
手
院
が（

15
）、

生
駒
一
正
の
命
を
受

け
て
佐
藤
掃
部
助
に
よ
っ
て
再
興
さ
れ
、
御
厨
子
が
納
め
ら
れ
て
い
る（

16
）。

さ
ら
に
慶

長
十
二
年
八
月
に
は
井
上
若
狭
・
入
谷
外
記
の
名
で
観
音
堂
造
立
の
た
め
に
、
讃
岐

の
一
一
の
郡
か
ら
計
五
三
石
の
勧
進
を
行
う
こ
と
が
白
峯
寺
へ
伝
え
ら
れ
、
翌
月
に

は
上
坂
勘
解
由
以
下
郡
の
責
任
者
に
対
し
、「
郡
々
山
分
加
子
分
請
所
共
」
に
高
一

○
○
石
に
つ
き
米
五
斗
を
割
り
付
け
て
い
る（

17
）。

　
慶
長
十
五
年
に
生
駒
一
正
の
後
を
継
い
だ
子
正
俊
は
、
同
年
十
二
月
に
白
峰
の

岩
谷
の
竹
の
伐
採
を
、
一
正
と
同
様
に
禁
ず
る
こ
と
を
浅
田
右
京
に
伝
え
さ
せ
て

い
る（

18
）。

そ
し
て
正
俊
の
後
を
継
い
だ
子
高
俊
は
寛
永
八
年
に
相
伝
の
「
真
宝
目
録
」

を
作
成
さ
せ
、
奉
行
の
西
島
八
兵
衛
・
三
野
四
郎
左
衛
門
・
浅
田
右
京
ら
か
ら
、
白

峯
寺
の
洞
林
院
増
眞
上
人
へ
渡
し
て
い
る（

19
）。

こ
れ
ら
の
文
書
の
ほ
か
に
高
俊
の
書
状

が
三
通
残
っ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
祈
祷
札
の
礼
状
が
二
通
で
、
一
通
は
高
俊
の

祝
言
に
御
札
を
送
っ
た
こ
と
へ
の
礼
状
で
あ
る（

20
）。

　
生
駒
家
に
よ
る
讃
岐
の
支
配
は
、
四
代
藩
主
の
高
俊
の
寛
永
十
七
年
に
家
臣
の
対

立
に
よ
る
御
家
騒
動
が
起
っ
て
、
幕
府
か
ら
所
領
を
没
収
さ
れ
て
五
○
年
余
で
終

わ
っ
た
。
そ
の
後
讃
岐
は
東
の
一
二
万
石
が
高
松
藩
（
松
平
氏
）、
西
の
五
万
石
余



讃
岐
白
峯
寺
に
み
る
高
松
藩
と
地
域
社
会

二
九

が
丸
亀
藩（
山
崎
氏
。
の
ち
京
極
氏
）に
分
か
れ
た
。

　
綾
郡
青
海
村
に
あ
っ
た
白
峯
寺
は
高
松
藩
領
に
属
し
た
が
、
寛
永
十
九
年
に
入
部

し
た
初
代
藩
主
松
平
頼
重
は
、
翌
二
○
年
に
寺
域
の
西
北
に
あ
っ
た
崇
徳
上
皇
陵
の

廟
堂
で
当
時
荒
廃
し
て
い
た
頓
証
寺
を
再
興
し
た（

21
）。

万
治
四
年
（
寛
文
元
）
に
は
千

躰
阿
弥
陀
堂
を
建
立
寄
進
し
、
そ
の
仏
餉
料
と
し
て
北
条
郡
（
綾
郡
が
北
条
郡
と
南

条
郡
に
わ
か
れ
る
）
青
海
村
の
う
ち
北
代
新
田
免
の
高
一
○
石
を
寄
付
し
て
い
る（

22
）。

延
宝
七
年
に
御
本
地
堂
を
再
建
立
、
翌
年
に
は
当
時
藩
主
の
松
平
頼
常
と
と
も
に
崇

徳
天
皇
社
・
相
模
坊
御
社
・
拝
殿
を
再
建
立
し
て
い
る（

23
）。

そ
し
て
晩
年
の
元
禄
二
年

に
は
白
峯
寺
に
隣
接
す
る
崇
徳
院
陵
の
前
に
、
一
対
の
石
燈
籠
を
献
納
し
て
い
る（

24
）。

こ
の
よ
う
に
松
平
頼
重
は
襲
封
直
後
か
ら
白
峯
寺
へ
の
保
護
を
行
っ
て
い
た
の
が
わ

か
る
。

　
白
峯
寺
に
残
さ
れ
て
い
る
棟
札
を
整
理
し
た
の
が
表
１
で
あ
る
。
松
平
頼
重
に
関

す
る
も
の
以
外
に
、
五
代
藩
主
松
平
頼
恭
の
棟
札
が
多
い
。
頼
恭
は
十
八
世
紀
中
期

の
藩
主
で
、
高
松
藩
の
財
政
難
を
克
服
し
藩
政
改
革
を
行
っ
た
中
興
の
英
主
と
い
わ

れ
て
い
る
。
寛
延
三
年
の
年
号
を
も
つ
も
の
が
多
い
が
そ
の
理
由
は
不
明
で
あ
る
。

賀
茂
社
ほ
か
八
社
の
再
建
立
、
御
滝
蔵
王
社
・
華
表
善
女
竜
王
社
の
再
興
、
十
王
堂
・

鐘
楼
堂
の
再
上
葺
、
諸
伽
藍
の
繕
、
崇
徳
院
社
幣
殿
・
本
地
堂
廊
下
・
相
模
坊
社
幣

殿
・
御
供
所
廊
下
・
惣
拝
殿
陵
門
の
再
上
葺
、
さ
ら
に
宝
暦
十
二
年
に
客
殿
上
門
の

再
葺
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
歴
代
藩
主
で
あ
る
松
平
頼
豊
・
松
平
頼
真
・
松
平
頼
起
・

松
平
頼
儀
・
松
平
頼
胤
ら
の
名
の
棟
札
も
あ
り
、
高
松
藩
が
白
峯
寺
に
対
し
て
時
代

を
通
し
て
保
護
を
し
て
い
た
の
が
理
解
で
き
る
。

　
幕
末
の
天
保
四
年
に
編
纂
さ
れ
た
「
寺
社
記（

25
）」

に
よ
る
と
、
高
松
藩
か
ら
与
え
ら

表１　白峯寺の棟札
年　　号 建　物　等 願　主 寄進者 内　容

生駒藩 

慶長９年（1604）千手院 別名尊師 生駒一正 再興
高松藩
寛永20年（1643）頓証寺 増真 松平頼重 再興
延宝７年（1679）本地堂 松平頼重

住持圭典
松平頼重 再建立

延宝８年（1680）崇徳天皇社・本
地堂・相模妨社・
拝殿

住持圭典 松平頼重
松平頼常

再建立

享保８年（1723）御本地堂・幣殿・
崇徳天皇社・幣
殿・相模坊社・
幣殿三社拝殿

現住等空 松平頼豊 再上葺

寛延３年（1750）（一宇、賀茂社
他八社）

現住剛吽 松平頼恭 再建立

寛延３年（1750）滝蔵王社・華表
善・女竜王社

現住剛吽 松平頼恭 再興

寛延３年（1750）十王堂・鐘楼堂・
諸伽藍繕

現住剛吽 松平頼恭 再上葺

寛延３年（1750）崇徳院社・幣殿・
本地堂廊下・相
模坊社・幣殿・
御供所廊下・惣
拝殿・陵門

現住剛吽 松平頼恭 再上葺

宝暦12年（1762）客殿上門 監護剛吽 松平頼恭 再葺替
安永６年（1777）善如竜王社 寺務体成 松平頼真 再造立
安永６年（1777）蔵王権現小社・

鳥井
寺務体成 松平頼真 再造立

安永８年（1779）行者堂 体成 松平頼真 再建立
天明５年（1785）水天之小社 寺主増明 松平頼起 造立

請雨の時、此神
を勧請して、此
の小社を建立す

天明７年（1787）玄関 院住増明 松平頼起 再葺替
天明７年（1787）御成門・仲門 監護増明 松平頼起 再葺替
天明７年（1787）崇德天皇・相模

坊権現両社箱棟
増明 松平頼起 新替・葺繕

寛政６年（1794）下馬石・下乗石、
五本

現住増明 松平頼儀 再建

寛政７年（1795）崇徳院社・諸伽
藍

現住増明 松平頼儀 葺更・繕

文化２年（1805）官庫宝前石階 松平頼儀 築
世話人西浜嘉助
（他五名）

文化８年（1811）大師堂 増明 松平頼儀 建立
弘化２年（1845）十王堂 当住剛善 松平頼胤 再建
その他
享保３年（1718）地蔵十王堂 現住等空 建立
享保９年（1724）客殿上門 現住等空 建立
天明７年（1778）大般若六百巻安

置
転読

文政８年（1825）般若理趣経一万
部

読

天保３年（1832）理趣経一万部 読誦
天保12年（1841）白峯大権現本社 剛善 再建

世話人橋本権蔵・
安藤庄兵衛

「白峯寺の棟札」（前出『白峯寺調査報告書』第２分冊第６部第２章）より。



三
〇

れ
た
白
峯
寺
の
寺
領
高
は
一
二
○
石
で
あ
る
。
将
軍
朱
印
地
の
法
然
寺
と
と
も
に
、

寺
院
で
は
も
っ
と
も
寺
領
が
高
い
城
下
の
高
松
藩
主
の
菩
提
寺
で
あ
る
、
浄
願
寺
の

三
○
○
石
の
次
で
あ
り
、
高
松
藩
で
重
視
さ
れ
て
い
た
寺
院
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。

　
白
峯
寺
へ
は
高
松
藩
主
の
参
詣
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
例
と
し
て
確
認
で
き

る
の
は
、
崇
徳
院
六
○
○
年
回
忌
に
あ
た
る
宝
暦
十
三
年
の
二
月
の
場
合
で
、
藩
主

は
先
述
の
五
代
の
松
平
頼
恭
で
あ
る
。
林
田
村
か
ら
登
山
し
、
霊
宝
所
・
頓
証
寺
・

大
権
現
を
参
拝
し
て
い
る
。
帰
り
は
国
分
遍
路
坂
を
下
り
国
分
寺
へ
立
ち
寄
っ
て
い

る
。
一
昨
年
に
も
参
詣
し
た
と
い
い
、
頼
恭
は
何
度
か
白
峯
寺
を
訪
れ
た
よ
う
で

あ
る（

26
）。

文
化
三
年
に
も
八
代
藩
主
頼
儀
の
参
詣
が
確
認
で
き
る（

27
）。

ま
た
藩
主
の
「
代

拝
」が
幕
末
の
文
久
三
年
に
認
め
ら
れ（

28
）、

代
参
も
行
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
白
峯
寺
は
高
松
藩
と
の
関
係
が
深
く
、
初
代
藩
主
松
平
賴
重
以
来
、

正
月
・
五
月
・
九
月
に
高
松
城
で
高
松
藩
主
に
対
す
る
「
御
意
願
成
就
」・「
御
武
運

長
久
」
の
祈
祷
を
行
っ
て
い
た（

29
）。

高
松
藩
の
祈
祷
所
と
し
て
、
白
峯
寺
の
ほ
か
に
阿

弥
陀
院
（
石
清
尾
八
幡
宮
別
当
）
が
あ
り
、
と
も
に
高
松
城
で
大
般
若
経
の
読
誦
を

し
て
い
た（

30
）。

幕
末
の
文
久
三
年
写
の「
御
上
并
檀
那
御
祈
祷
帳
」に
よ
る
と（

31
）、

江
戸
幕

府
将
軍
家
、
水
戸
藩
、
高
松
藩
主
、
そ
の
他
の
大
名
た
ち
や
藩
主
一
族
、
家
臣
た
ち

の
祈
祷
も
実
施
し
て
い
た
。
ま
た
藩
主
の
厄
年
や
、
幕
府
か
ら
命
じ
ら
れ
た
藩
主
の

京
都
へ
の
使
者
の
際
に
も
、「
安
全
之
御
祈
祷
」が
行
わ
れ
た（

32
）。

　
文
化
二
年
六
月
に
「
官
庫
」
の
造
営
を
行
う
こ
と
に
な
り
、「
安
鎮
御
祈
祷
修
行
」

を
寺
社
役
所
へ
届
け
て
い
る
。
官
庫
の
規
模
等
に
つ
い
て
は
、
京
都
の
禁
裏
文
庫
を

参
考
に
し
て
、
三
間
半
の
梁
と
桁
行
５
間
く
ら
い
で
あ
れ
ば
、
現
在
所
持
し
て
い
る

宝
物
は
十
分
に
納
め
る
こ
と
が
で
き
、
窓
は
左
右
後
ろ
三
方
、
一
面
板
張
り
、
白
土

壁
、
惣
檜
木
と
し
て
提
出
し
て
い
る（

33
）。

翌
三
年
の
五
月
に
は
官
庫
家
堅
め
祈
祷
修
行

が
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
ろ
竣
工
し
た
と
思
わ
れ
る（

34
）。

　
　
２
高
松
藩
の
雨
乞
祈
祷

　
讃
岐
は
古
代
以
来
雨
の
少
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
近
世
で
は
約
五
年
に
一
回

の
割
合
で
干
魃
が
起
こ
っ
て
い
た
と
い
い
、
と
く
に
寛
永
三
年
・
明
和
七
年
・
寛
政

二
年
・
文
政
六
年
が
大
干
魃
の
年
で
あ
っ
た
と
い
う（

35
）。

白
峯
寺
蔵
の「
白
峯
寺
大
留
」・

「
白
峯
寺
諸
願
留
」
の
中
に
、
高
松
藩
が
干
魃
に
際
し
て
白
峯
寺
に
雨
乞
祈
祷
を
行

な
わ
せ
て
い
る
記
事
が
多
く
出
て
く
る
が
、
そ
の
中
か
ら
宝
暦
十
二
年
、
文
化
三

年
、
文
化
五
年
、
文
化
十
四
年
の
内
容
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　
最
初
に
確
認
で
き
る
雨
乞
い
の
記
事
は
宝
暦
十
二
年
で
あ
る
。
い
つ
頃
か
ら
雨
が

降
ら
な
く
な
っ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
五
月
十
一
日
に
藩
か
ら
の
書
状
が
届
き
、

「
干
ニ
付
郷
中
致
難
渋
候
間
雨
乞
被
仰
付
、
依
之
米
五
俵
被
下
置
候
旨
、
只
今
於
会

所
年
寄
中
被
仰
渡
候
間
、
早
々
御
修
法
可
被
成
候
」
と
、
雨
が
降
ら
ず
「
郷
中
難
儀
」

し
て
い
る
と
し
て
、
会
所
（
郷
会
所
か
）
で
年
寄
（
家
老
に
当
た
る
）
か
ら
白
峯
寺
に

雨
乞
祈
祷
が
命
じ
ら
れ
、
米
五
俵
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
雨
乞
い
の
通
知
は

白
峯
寺
か
ら
阿
野
郡
北
の
支
配
代
官
と
両
大
政
所
（
大
庄
屋
）
へ
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

雨
乞
い
中
に
少
々
の
降
雨
は
あ
っ
た
が
、
結
局
雨
乞
祈
祷
は
二
七
日
ま
で
行
わ
れ
、

翌
日「
能
潤
申
候
」と
あ
る
よ
う
に
、
幸
い
に
も
本
格
的
な
降
雨
が
あ
っ
た（

36
）。

　
文
化
三
年
の
場
合
は
五
月
七
日
に
白
峯
寺
に
雨
乞
い
が
命
じ
ら
れ
た
。
こ
の
時
は

翌
日
の
八
日
か
ら
一
○
日
朝
ま
で
ま
ず
勤
め
、
一
○
日
に
城
下
へ
出
て
十
一
日
に
奥

大
般
若
祈
祷
を
勤
め
て
、
十
二
日
よ
り
再
び
雨
乞
祈
祷
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
雨

乞
祈
祷
を
行
う
の
は
白
峯
寺
と
さ
れ
て
い
た
。
十
五
日
に
降
雨
が
あ
っ
た
が「
潤
沢
」

で
は
な
か
っ
た
と
し
て
、
二
二
日
に
五
智
院
（
阿
弥
陀
院
か
）・
地
蔵
寺
・
国
分
寺
・

聖
通
寺
・
金
蔵
寺
・
屋
島
寺
・
八
栗
寺
・
志
度
寺
・
虚
空
蔵
院
・
白
峯
寺
の
十
か
寺

で
、
雨
乞
祈
祷
を
執
行
す
る
こ
と
に
な
り
、
翌
日
郡
奉
行
か
ら
二
三
日
晩
よ
り
降
雨

が
あ
る
ま
で
の
修
法
が
伝
え
ら
れ
た（

37
）。

こ
の
よ
う
に
白
峯
寺
で
の
雨
乞
祈
祷
で
効
果

が
な
け
れ
ば
、
十
か
寺
で
行
っ
て
い
た
の
が
わ
か
る
。
こ
の
時
は
い
つ
ま
で
十
か
寺

で
の
雨
乞
が
続
け
ら
れ
た
の
か
明
ら
か
で
な
い
。
な
お
こ
の
十
か
寺
は
各
郡
に
一
か

寺
ず
つ
置
か
れ
、「
五
穀
成
就
之
御
祈
祷
」が
命
じ
ら
れ
て
い
た（

38
）。

　
そ
し
て
二
五
日
に
降
雨
が
あ
っ
た
が
、「
潤
沢
」
で
な
か
っ
た
た
め
、
白
峯
寺
は

二
七
日
に
六
月
朔
日
ま
で
の
降
雨
祈
祷
修
法
を
寺
社
役
所
と
郷
会
所
へ
伝
え
て
い

る
。
さ
ら
に
六
月
朔
日
に
は
引
き
続
き
修
法
を
行
う
こ
と
に
し
て
い
る
。
そ
の
後
も

降
雨
は
な
く
、
六
月
十
九
日
に
は
再
び
十
か
寺
で
十
九
日
晩
か
ら
二
六
日
ま
で
の
雨



讃
岐
白
峯
寺
に
み
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高
松
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と
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域
社
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乞
修
法
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
十
か
寺
の
修
法
は
五
智
院
へ
他
の
九
か
寺
が

集
ま
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
の
干
魃
が
い
つ
ま
で
続
い
た
か
は
明
ら
か
で

な
い
が
、
十
か
寺
の
五
智
院
で
の
雨
乞
修
法
に
対
し
て
、
白
峯
寺
へ
は
奉
行
（
家
老

た
る
年
寄
に
次
ぐ
重
職
）よ
り
金
百
疋
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　
二
年
後
の
文
化
五
年
に
は
六
月
二
二
日
に
雨
乞
執
行
が
命
じ
ら
れ
、
翌
二
三
日
晩

か
ら
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
時
は
二
八
日
晩
か
ら
翌
二
九
日
に
か
け
て
大
風
雨
と

な
っ
た
た
め
、
雨
乞
執
行
は
期
限
通
り
に
二
九
日
で
終
わ
っ
て
い
る（

39
）。

　
文
化
十
四
年
の
干
損
に
際
し
て
は
、
五
月
二
二
日
に
郡
奉
行
よ
り
は
じ
め
か
ら
十

か
寺
で
の
雨
乞
祈
祷
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
二
七
日
か
ら
二
八
日
に
降
雨
が
あ
っ
た

の
で
、
十
か
寺
雨
乞
祈
祷
は
中
止
さ
れ
た
が
、
白
峯
寺
で
は
引
き
続
い
て
行
わ
れ

た
。
六
月
に
入
り
五
日
か
ら
七
日
に
か
け
て
降
雨
が
あ
っ
た
た
め
、
六
月
八
日
に
祈

祷
を
止
め
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
後
降
雨
が
な
か
っ
た
の
で
、
六
月
三
○
日
に
五
智

院
の
発
案
で
、
七
月
九
日
か
ら
十
ケ
寺
の
雨
乞
祈
祷
を
実
施
す
る
こ
と
に
し
た
。
白

峯
寺
で
は
属
す
る
阿
野
郡
北
の
大
政
所
か
ら
の
雨
乞
祈
祷
の
依
頼
が
あ
っ
た
た
め
、

五
智
院
へ
は
代
僧
真
蔵
院
を
派
遣
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
五
智
院
で
の
祈
祷
は

十
六
日
で
終
わ
っ
て
い
る
が
、
各
寺
で
祈
祷
を
続
け
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
そ
の
後

二
一
日
に
「
余
程
降
雨
」
に
よ
り
、
白
峯
寺
で
は
予
定
通
り
二
三
日
に
雨
乞
祈
祷
を

中
止
し
た（

40
）。

　
　
３
白
峯
寺
と
崇
徳
院

　
白
峯
寺
の
境
内
の
西
北
隅
に
崇
徳
上
皇
の
陵
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
崇
徳
院
回
忌

の
法
要
が
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
際
に
奉
納
さ
れ
た
和
歌
・
連
歌
・
俳
諧
・

漢
詩
な
ど
の
文
芸
が
多
く
白
峯
寺
に
残
さ
れ
て
い
る（

41
）。

　
近
世
に
入
っ
て
か
ら
の
崇
徳
院
回
忌
と
白
峯
寺
と
の
関
係
は
中
期
ま
で
は
明
ら
か

で
な
い
が
、
宝
暦
十
三
年
が
崇
德
院
六
○
○
年
回
忌
に
当
た
っ
て
い
た
が
、
こ
の
三

月
に
当
時
の
高
松
藩
主
松
平
頼
恭
が
石
燈
籠
両
基
を
寄
付
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の

場
所
に
つ
い
て
高
松
藩
と
白
峯
寺
の
間
で
交
渉
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
こ
れ
ま
で

あ
っ
た
初
代
藩
主
松
平
賴
重
が
陵
外
の
玉
垣
の
内
に
寄
付
し
て
い
た
石
燈
籠
を
、
陵

内
へ
移
し
て
そ
の
後
に
新
し
い
石
燈
籠
を
立
て
る
こ
と
に
し
た（

42
）。

　
崇
徳
院
回
忌
六
五
○
年
が
文
化
一
○
年
（
一
八
一
三
）
に
当
た
っ
て
い
た
が
、
そ

の
前
年
の
三
月
に
白
峯
寺
は
本
尊
・
霊
宝
の
開
帳
と
曼
荼
羅
供
執
行
を
、
京
都
本
山

の
御
室
御
所
仁
和
寺
へ
伝
え
、
ま
た
以
前
の
回
忌
の
時
と
同
様
に
京
都
の「
堂
上
方
」

か
ら
の
「
献
備
」
の
品
等
の
掛
け
合
い
の
た
め
、
隠
居
増
明
が
京
都
へ
出
か
け
る
こ

と
を
高
松
藩
の
寺
社
役
所
へ
願
い
出
た（

43
）。

そ
し
て
文
化
九
年
六
月
に
仁
和
寺
か
ら
了

承
し
た
旨
の
通
知
が
出
さ
れ
て
い
る（

44
）。

　
七
○
○
年
回
忌
は
文
久
三
年
八
月
二
六
日
に
曼
荼
羅
供
執
行
が
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
回
忌
に
関
連
し
て
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
高
松
藩
と
直
接
関
係
す
る

も
の
で
は
な
い
事
柄
が
確
認
で
き
る
。
七
○
○
年
回
忌
の
三
年
前
の
万
延
元
年
六
月

に
、
阿
野
郡
北
の
西
庄
村
・
江
尻
村
・
福
江
村
・
坂
出
村
の
百
姓
た
ち
一
七
名
が
、

七
○
○
年
回
忌
が
近
づ
い
て
き
た
が
「
氏
神
」
で
あ
る
崇
徳
天
皇
社
が
大
破
の
ま
ま

で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
修
覆
を
各
村
の
政
所
（
庄
屋
）
へ
願
い
出
て
お
り
、
こ
れ
が

政
所
か
ら
大
政
所
へ
提
出
さ
れ
て
い
る
。
修
覆
内
容
は
崇
徳
天
皇
本
社
屋
根
葺
替

（
梁
行
二
間
、
桁
行
三
間
、
桧
皮
葺
）、
同
拝
殿
屋
根
壁
損
所
繕
、
同
宝
蔵
堂
并
び
に

伽
藍
土
壁
繕
、
同
拝
殿
天
井
張
替
で
あ
っ
た（

45
）。

ど
の
よ
う
な
結
果
に
な
っ
た
か
明
ら

か
で
な
い
が
、
こ
れ
は
百
姓
た
ち
の
崇
徳
院
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
を
示
し
て
い

る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
崇
徳
院
の
旧
地
と
し
て
鼓
岡
と
雲
井
御
所
が
あ
っ
た
。
宝
暦
十
三
年
に
鼓
岡
の
村

方
か
ら
の
申
し
出
の
書
付
を
み
て
白
峯
寺
は
、
鼓
岡
と
雲
井
御
所
が
「
御
廟
所
同
前

之
古
跡
」
で
あ
る
と
し
て
、
村
方
支
配
で
は
な
く
白
峯
寺
の
進
退
支
配
が
望
ま
し
い

と
の
意
見
を
高
松
藩
寺
社
役
所
へ
申
し
出
て
い
る（

46
）。

こ
れ
か
ら
約
七
○
年
後
の
天
保

五
年
に「
府
中
鼓
岡
雲
井
御
所
由
緒
内
存
」を
白
峯
寺
は
提
出
し
、
そ
の
中
で「
何
分

時
節
到
来
不
仕
」
と
い
っ
て
お
り
、
宝
暦
十
三
年
の
白
峯
寺
に
よ
る
支
配
の
申
し
出

は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
「
由
緒
内
存
」
で
、
再
び
「
当
山
支
配
」
と
す
る

こ
と
を
願
い
出
て
い
る（

47
）。

こ
の
時
は
翌
六
年
に
雲
井
御
所
の
地
は
免
租
と
な
っ
て
番

人
を
置
く
こ
と
に
な
り
、
当
時
の
九
代
藩
主
松
平
頼
恕
は
自
ら
碑
文
を
書
き
、「
雲

井
御
所
碑
」
を
建
て
て
い
る（

48
）。

鼓
岡
に
も
こ
の
時
藩
か
ら
何
ら
か
の
措
置
が
と
ら
れ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
「
雲
井
御
所
碑
」
は
文
久
三
年
に
修
覆
が
計
画
さ
れ
て
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い
る（

49
）。

こ
う
し
た
鼓
岡
と
雲
井
御
所
の
保
護
の
き
っ
か
け
が
、
村
方
か
ら
の
申
し
出

に
あ
っ
た
こ
と
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
　
４
崇
徳
院
六
五
○
年
回
忌
と「
奉
加
」

　
文
化
一
○
年
が
崇
徳
院
の
六
五
○
年
回
忌
に
当
た
っ
て
い
た
。
こ
の
時
白
峯
寺
へ

「
奉
加
」
た
る
寄
付
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
史
料
が
、
宝
蔵
庫
に
残
さ
れ
て

い
る
。
こ
の「
奉
加
」関
係
史
料
は
ほ
と
ん
ど
が
六
月
付
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た「
奉

加
銭
　
申
年
半
年
分
」
と
あ
る
の
で
、
申
年
＝
文
化
九
年
、
つ
ま
り
回
忌
の
前
年
に

納
め
た
半
年
分
で
あ
っ
た
の
が
わ
か
る
。
こ
の
「
奉
加
」
は
「
先
達
而
被
仰
付
」、「
兼

而
御
触
御
座
候
」と
記
さ
れ
て
お
り
、
高
松
藩
と
し
て
命
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
実
は
文
化
九
年
の
二
月
に
高
松
藩
は
、
次
の
二
通
の
通
達
を
領
内
に
出
し
て

い
た（

50
）。

　
　
・
来
酉
年
崇
德
院
御
国
忌
ニ
付
、
先
例
之
通
音
楽
大
曼
荼
羅
供
執
行
仕
度
候
処
、

諸
失
却
多
難
及
自
力
由
、
白
峯
寺
願
申
出
候
、
右
御
年
忌
之
儀
ハ
、
格
別
之

事
ニ
付
無
余
議
相
聞
、
且
先
例
も
有
之
候
ニ
付
、
御
家
中
町
郷
中
半
年
分
、

人
別
奉
加
被
仰
付
候
間
、
其
段
夫
々
支
配
方
江
可
被
申
渡
候

　
　
・
白
峯
寺
奉
加
之
儀
、
御
家
中
町
郷
中
共
、
上
下
男
女
召
仕
共
、
壱
ケ
月
壱
人

壱
銭
宛
、
半
年
分
奉
加
被
仰
付
候
ニ
付
、
当
六
月
迄
ニ
相
納
候
様
、
夫
々
江

可
申
渡
候
、
尤
町
郷
中
之
分
者
、
宗
門
改
之
人
数
高
ヲ
以
、
無
滞
取
集
可
被

申
候
、
御
家
中
分
者
直
ニ
相
納
候
様
ニ
可
被
申
渡
候

崇
徳
院
六
五
○
年
回
忌
に
際
し
て
白
峯
寺
の
願
い
を
容
れ
て
、「
先
例
も
有
之
」
と

し
て
家
中
・
町
・
郷
中
に「
半
年
分
人
別
奉
加
」を
命
じ
て
い
る
。
奉
加
の
内
容
は「
御

家
中
町
郷
中
共
、
上
下
男
女
召
仕
共
」
に
、
一
か
月
一
人
銭
一
文
ず
つ
、
六
月
ま
で

に
納
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
町
・
郷
中
は
宗
門
改
め
の
人
数
高
に
よ
る
こ
と
に

し
た
。

　
そ
し
て
こ
れ
ら
の
「
奉
加
」
は
「
御
家
中
并
下
々
男
女
共
」
は
高
松
城
下
西
新
通
町

の
白
峯
寺
旅
宿
へ
差
し
出
す
こ
と
に
し
、
家
中
の
組
中
・
与
力
中
・
手
代
・
足
軽
以

下
に
つ
い
て
は
、
支
配
の
方
か
ら
申
し
渡
す
こ
と
に
し
て
い
る（

51
）。「

町
」
は
町
奉
行

所
へ
納
め
ら
れ
た
が
、「
郷
中
」は
明
ら
か
で
な
い
。

　
白
峯
寺
に
残
さ
れ
て
い
る
「
奉
加
」
の
内
容
は
家
臣
関
係
、
高
松
城
下
町
、
寺
院

に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
郷
中
関
係
は
見
当
た
ら
な
い
。
家
臣
関
係
は
連
名

で
納
め
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
「
吟
味

方
」、「
拙
者
共
并
支
配
役
人
中
」、「
支
配
役
所
役
人
并
小
使
共
」、「
御
船
作
事
方
」、

町
奉
行
所
の
「
川
口
出
口
番
人
共
」、「
御
鉄
炮
蔵
役
所
人
別
」、「
塩
屋
方
手
筋
之

分
」、「
御
奥
目
付
支
配
面
々
」、「
御
作
事
方
」、「
御
船
手
」、「
拙
者
支
配
之
分
」、

「
岡
野
金
大
夫
支
配
九
人
分
」、「
拙
者
并
支
配
之
分
」、「
拙
者
并
支
配
手
代
小
使
」、

「
寺
社
方
」
な
ど
と
書
か
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
藩
内
の
役
所
や
配
下
の
役
人
毎

に
納
め
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
家
臣
の
「
奉
加
」
の
中
で
、
連
名
で
は
な
い
形
式
の
史
料
が
一
通
だ
け

あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、「
大
須
賀
郷
右
衛
門
家
内
上
下
拾
四
人
、
壱
ケ
月
壱
人
ニ

付
銭
壱
銭
充
、
当
申
年
半
年
分
御
触
面
之
通
相
納
候
ニ
付
」
と
あ
り
、
先
述
の
「
奉

加
」
の
基
準
に
よ
り
、
一
か
月
に
一
人
に
つ
き
銭
「
一
銭
（
文
）」
宛
で
、
大
須
賀
家

一
四
人
の
奉
加
銭
半
年
分
と
し
て
、「
鳥
目
」
八
四
文
が
白
峯
寺
へ
納
め
ら
れ
て
い

る
の
が
わ
か
る
。

　
城
下
町
に
つ
い
て
は
「
町
中
奉
加
銭
」
が
町
奉
行
所
か
ら
白
峯
寺
へ
納
め
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
内
訳
を
示
し
た
の
が
表
２
で
あ
る
。
文
化
九
年
の
高
松
城
下
の
町
数
は

四
一
町
と
な
っ
て
お
り
、「
町
中
奉
加
銭
」
は
合
計
銭
一
○
○
貫
九
八
文
（
銭
一
○
二

文
を
銀
一
匁
替
え
と
換
算
し
て
銀
九
八
一
匁
一
分
七
厘
）
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は

町
中
の
総
人
数
一
一
万
六
六
八
三
人
分
で
あ
っ
た
。
　

　
一
番
多
い
の
は
西
浜
町
七
貫
三
○
二
文
（
人
数
一
二
一
七
人
）、
次
い
で
田
町
五

貫
五
五
六
文
（
九
二
六
人
）、
西
通
町
五
貫
五
三
二
文
（
九
二
二
人
）、
福
田
町
四
貫

九
五
六
文
（
八
二
六
人
）
と
な
っ
て
お
り
、
も
っ
と
も
少
な
い
の
は
七
拾
間
町
の
三

○
六
文
（
五
一
人
）
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
「
奉
加
」
の
基
準
に
よ
り
一
人
に
つ
き
銭

六
文
宛
と
な
っ
て
い
る
。

　
寺
関
係
で
は
残
さ
れ
て
い
る
史
料
に
よ
れ
ば
見
性
寺
、
覚
善
寺
、
正
覚
寺
、
無
量

寿
院
（
末
寺
六
ケ
寺
を
含
む
）、
可
納
院
、
福
善
寺
（
末
寺
一
ケ
寺
・
寺
中
一
ケ
寺
を

含
む
）か
ら
納
め
ら
れ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
他
の
寺
か
ら
の「
奉
加
」も
あ
っ
た
こ



讃
岐
白
峯
寺
に
み
る
高
松
藩
と
地
域
社
会

三
三

と
と
思
わ
れ
る
。
　

　
こ
れ
ら
の
「
奉
加
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
崇
徳
院
回
忌
に
際
し
て
は
高
松
藩
の

命
に
よ
り
、
領
内
全
体
か
ら
の
援
助
を
受
け
て
法
要
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。「
奉
加
」

に
よ
る
領
内
の
人
々
と
の
結
び
つ
き
を
持
ち
な
が
ら
、
白
峯
寺
に
よ
る
崇
德
院
回
忌

の
法
要
が
、
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

二
白
峯
寺
の
財
政

　

　
　
１
寺
領
と
収
納
高

　
白
峯
寺
の
寺
領
は
一
二
○
石
で
、
高
松
藩
内
で
一
番
多
い
高
松
藩
主
菩
提
寺
の
淨

願
寺
の
三
○
○
石
に
次
い
で
い
る
こ
と
は
先
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
二
○
石
の

内
訳
は
六
○
石
が
生
駒
藩
初
代
藩
主
生
駒
親
正
よ
り
寄
付
、
一
○
石
は
高
松
藩
初
代

藩
主
松
平
賴
重
よ
り
千
躰
仏
堂
領
と
し
て
寄
付
、
五
○
石
は
林
田
村
の
海
岸
で
の
白

峯
寺
の
「
自
分
開
発
」
で
あ
っ
た（

52
）。

但
し
「
寺
社
記
」
に
よ
る
と
生
駒
親
正
よ
り
六
○

石
と
あ
る
が
、
残
っ
て
い
る
親
正
の
寄
進
状
は
五
○
石
で
あ
る
。
ま
た
同
じ
く
寛
文

六
年
と
延
宝
四
年
に
「
殿
様
御
証
文
」
が
出
さ
れ
た
と
い
う
が
現
存
し
な
い
。
千
躰

仏
堂
領
は
青
海
村
に
あ
り
、
面
積
は
一
町
二
反
一
畝
二
三
歩
で
あ
っ
た（

53
）。

　
高
松
藩
で
は
寛
文
五
年
か
ら
領
内
の
一
斉
検
地
を
実
施
し
、
七
年
後
の
寛
文
十
一

年
に
終
わ
っ
た
。
こ
れ
を
「
亥
ノ
内
検
地
」
と
い
う
。
そ
の
結
果
青
海
村
で
の
寛
文

十
二
年
の
白
峯
寺
領
は
一
○
石
増
え
て
七
○
石
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
か
ら
取
り
立

て
る
年
貢
は
四
五
石
八
斗
一
升
一
合
で
あ
っ
た（

54
）。

林
田
村
分
に
つ
い
て
は
寛
文
十
一

年
が
五
○
石
で
あ
り
、
新
田
開
発
地
で
あ
っ
た
。
五
○
石
の
う
ち
田
方
が
四
二
石
二

斗
五
升
二
合
、
残
り
は
畑
方
で
、
面
積
は
五
町
二
反
四
畝
一
五
歩
と
な
っ
て
い
る（

55
）。

　
寛
文
十
一
年
の
青
海
村
の
白
峯
寺
領
で
は
、
計
一
三
名
の
農
民
に
よ
り
耕
作
さ
れ

て
お
り
、
一
番
耕
作
高
が
多
い
の
は
三
吉
の
一
二
石
九
斗
八
升
、
も
っ
と
も
少
な
い

の
は
彦
兵
衛
の
七
斗
一
合
で
あ
っ
た（

56
）。

元
禄
十
六
年
ま
で
は
七
○
石
で
あ
っ
た
が（

57
）、

の
ち
元
文
五
年
の
高
は
七
二
石
八
斗
四
升
四
合
と
な
っ
て
お
り
、
二
石
八
斗
四
升
四

合
増
え
て
い
る
。
内
訳
は
田
方
が
四
二
石
二
斗
一
升
九
合
（
う
ち
古
田
が
三
九
石
六

斗
九
合
、
新
興
し
が
二
石
六
斗
一
升
）、
畑
方
が
三
○
石
六
斗
二
升
五
合
（
う
ち
古

表２　高松城下町別の奉加銭と人数

町　名 奉加銭 人　数
鶴屋町
工町
本町
上横町
魚屋町
下横町
内磨屋町
北浜材木町
通町１丁目
新材木町
東浜町
瓦町
新湊町
通町２丁目
新通町
塩屋町１丁目
新塩屋町
塩屋町２丁目
七拾間町
福田町
古馬場町
野方町
桶屋町
西百間町
東百間町
片原町
丸亀町
今新町
大工町
南新町１丁目
南新町２丁目
田町
旅篭町
中新町
瓦町
亀井町
南鍛冶屋町
南紺屋町
外磨屋町
古新町
兵庫町
西新通町
西通町
西浜町

２貫016文
　　492．
１．944．
　　882．
１．068．
１．968．
１．512．
２．586．
　　972．
１．590．
３．894．
１．950．
　　876．
１．668．
１．260．
１．008．
２．004．
２．610．
　　306．
４．956．
４．566．
１．466．
１．506．
１．506．
１．074．
　　954．
２．166．
１．668．
１．464．
１．548．
１．890．
５．556．
１．008．
４．464．
２．178．
４．554．
２．496．
３．354．
２．028．
２．172．
１．488．
３．096．
５．532．
７．302．

    336人
  　82．
　324．
　147．
　178．
　328．
　252．
　431．
　162．
　265．
　649．
　325．
　146．
　278．
　210．
　168．
　334．
　435．
  　51．
　826．
　761．
　239．
　173．
　251．
　179．
　159．
　361．
　278．
　244．
　258．
　315．
　926．
　168．
　744．
　363．
　759．
　416．
　559．
　338．
　362．
　248．
　516．
　922．
  1217．

〆惣銭高100貫098文、此人数16,683人
    銀ニ〆981匁１分７厘、但１匁ニ102文替

 右之通町中奉加銭相納申候
 　　六月廿八日　町奉行所
 　白峯寺

「高松城下町中奉加銭覚書」より。



三
四

畑
が
三
○
石
三
斗
九
升
一
合
、
新
興
し
が
二
斗
三
升
四
合
）
で
あ
っ
た（

58
）。

こ
れ
か
ら

約
一
三
○
年
後
の
明
治
四
年
に
は
上
代
上
所
免
の
う
ち
検
地
畝
八
町
六
反
四
畝
一
八

歩
の
面
積
で
、
高
は
七
三
石
一
斗
六
升
六
合
で
、
そ
の
う
ち
「
白
峯
寺
新
興
し
」
が

三
石
一
斗
六
升
六
合
と
な
っ
て
い
る（

59
）。

　
林
田
村
の
白
峯
寺
領
に
つ
い
て
は
、
貞
享
四
年
に
新
開
の
う
ち
で
面
積
三
反
六
畝

六
歩
、
石
高
に
し
て
二
石
八
斗
八
升
八
合
の
興
し
改
め
の
検
地
が
行
わ
れ
て
い
る

が
、
の
ち
元
文
五
年
に
は
面
積
は
五
町
六
反
七
畝
一
二
歩
、
高
五
三
石
八
升
九
合
と

な
り
増
加
し
て
い
る（

60
）。

　
寛
延
二
年
に
林
田
村
の
寺
領
を
耕
作
し
て
い
る
も
の
は
二
四
名
お
り
、
そ
の
う
ち

勘
四
郎
が
二
四
石
六
斗
七
升
八
合
と
半
分
近
く
を
占
め
て
い
る（

61
）。

こ
の
た
め
他
の
も

の
は
多
く
が
小
規
模
な
面
積
を
耕
作
し
て
い
る
状
況
で
あ
っ
た
。
青
海
村
の
耕
作
農

民
は
先
述
の
よ
う
に
一
三
名
で
あ
っ
た
が
、
寺
領
は
林
田
村
が
青
海
村
よ
り
狭
い
の

に
耕
作
者
が
多
い
の
は
、
農
民
一
人
当
た
り
の
耕
作
面
積
が
狭
か
っ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
と
く
に
林
田
村
に
お
け
る
勘
四
郎
の
耕
作
高
が
多
い
の
が
特

徴
で
あ
る
。

　
な
お
白
峯
寺
の
新
田
開
発
の
意
向
に
対
し
て
、
緒
方
伝
兵
衛
書
状
に
「
塩
入
あ
れ

地
之
所
、
新
田
ニ
可
為
仕
と
被
仰
出
候
」、
鈴
木
伊
兵
衛
の
書
状
に
「
塩
入
所
新
田
ニ

被
成
度
由
申
上
候
ヘ
ハ
、
御
勝
手
次
第
新
田
ニ
可
被
成
由
」
と
あ
る（

62
）。

時
代
は
不
明

で
あ
る
が
、
白
峯
寺
が
新
田
干
拓
に
積
極
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
。

　
白
峯
寺
の
財
政
状
況
を
窺
わ
せ
る
史
料
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
そ
の
実
状
は
明
ら
か

で
な
い
が
、
高
松
藩
へ
拝
借
銀
を
度
々
願
い
出
て
お
り
（
こ
の
こ
と
は
後
述
す
る
）、

寺
財
政
の
運
営
に
差
し
支
え
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
享
和
二
年
五
月
に
記
さ
れ
た
白
峯
寺
の
収
納
状
況
を
示
し
た
史
料
が
あ
る
。
そ
れ

を
整
理
し
た
の
が
表
３
で
あ
る
。
青
海
村
・
林
田
村
の
白
峯
寺
領
高
一
二
○
石
か
ら

は
、
米
八
四
石
九
斗
九
升
五
合
が
「
納
米
」、
つ
ま
り
白
峯
寺
の
実
際
の
米
収
入
と

な
っ
て
い
た
。

　
こ
の
ほ
か「
郡
方
五
穀
御
祈
祷
御
初
尾（
穂
）米
」、「
郡
方
恒
例
護
摩
御
初
尾
米
」、

「
郡
方
御
祈
祷
御
神
酒
料
」、「
公
方
様

殿
様
方
々
様
并
び
に
御
城
大
般
若
御
初

尾
米
」
な
ど
を
加
え
る
と
、
一
一
○
石

四
斗
九
升
五
合
と
な
る
。
そ
し
て
「
散

物
等
相
束
」、
つ
ま
り
各
種
の
寄
附
物

等
が
あ
り
、
こ
れ
を
合
計
す
る
と
一
年

間
に
一
二
○
石
余
り
の
収
入
と
な
っ
て

い
た
。

　
な
お
天
保
五
年
に
、
高
松
藩
は
年
貢

を
免
除
さ
れ
て
除
地
と
な
っ
て
い
る
寺

院
の
調
査
を
行
っ
た
が
、
そ
の
と
き
白

峯
寺
領
と
し
て
青
海
村
で
高
七
二
石
八

斗
四
升
四
合
、
林
田
村
で
高
五
○
石
が

「
龍
雲
院
様
（
初
代
藩
主
松
平
頼
重
）
御

寄
付
ニ
相
成
」
る
と
、
大
庄
屋
は
書
き

上
げ
て
い
る（

63
）。

　
白
峯
寺
領
に
関
連
し
て
子
院
に
つ
い

て
触
れ
て
お
こ
う
。
近
世
以
前
の
白
峯

寺
に
は
多
く
の
子
院
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
慶
長
九
年
の
棟
札
に
は
一
乗
坊
・

華
厳
坊
・
円
福
寺
・
西
光
寺
・
円
乗
坊
、
寛
永
二
○
年
に
「
当
山
衆
徒
中
」
と
し
て

一
乗
坊
・
円
福
寺
・
宝
積
院
・
玄
真
房
・
空
尊
房
・
秀
海
房
・
良
識
房
、
延
宝
八

年
に
は
「
寺
中
」
と
し
て
真
蔵
院
・
宝
積
院
・
円
福
寺
・
一
乗
坊
・
高
屋
村
遍
照
院

と
あ
る（

64
）。

そ
の
後
元
禄
八
年
の
「
国
中
末
寺
之
荒
地
御
改
」
に
際
し
て
、
白
峯
寺
は

「
白
峯
寺
山
中
衆
徒
廿
一
ケ
寺
」の
う
ち
十
八
か
寺
は「
寺
地
山
畠
」に
な
っ
て
お
り
、

残
っ
て
い
る
の
は
三
か
寺
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る（

65
）。

し
か
し
享
保
八
年
の
棟
札
に
は

延
宝
八
年
と
同
様
に
、、「
寺
中
」
と
し
て
真
蔵
院
・
宝
積
院
・
円
福
寺
・
一
乗
坊
・

遍
照
院
の
五
か
寺
が
記
さ
れ
て
お
り
、
以
後
の
棟
札
に
も
こ
の
五
か
寺
が
「
寺
中
」

と
し
て
出
て
き
て
い
る
。
元
禄
八
年
に
は
「
寺
中
」
つ
ま
り
子
院
は
三
か
寺
に
減
っ

表３　享和２年５月の収納高内訳

高120石
　米84石９斗９升５合
米８石
米２石
米７石
米16石８斗

青海村・林田村両寺領髙
納米
郡方正五九月五穀御祈祷御初尾米
郡方恒例護摩御初尾米
郡方正五九月御祈祷御神酒料
正五九月公方様殿様方々様并びに
御城大般若御初尾米

米〆110石４斗９升５合
右の外散物等相束ね、年分抨120石計余り収納御座候
「白峯寺諸願留」（７－５）より。



讃
岐
白
峯
寺
に
み
る
高
松
藩
と
地
域
社
会

三
五

て
い
た
が
、
そ
の
後
五
か
寺
に
復
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
こ
の
五
か
寺
の
ほ
か
に

白
峯
寺
に
は
洞
林
院
が
あ
り
、
白
峯
寺
内
で
の
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た（

66
）。

　

　
こ
の
寺
中
五
か
寺
の
う
ち
、
遍
照
院
は
白
峯
寺
の
青
海
村
に
隣
接
す
る
高
屋
村
に

あ
り
、
毎
年
三
月
二
○
・
二
一
日
に
「
高
屋
大
師
市
」
と
し
て
「
百
姓
農
具
市
立
」
が

行
わ
れ
て
い
た
。
文
化
八
年
に
は
当
時
遍
照
院
の
本
堂
は
大
破
し
修
覆
が
必
要
で

あ
っ
た
。
檀
家
は
一
○
○
軒
ほ
ど
あ
る
が
「
貧
家
」
で
費
用
を
確
保
で
き
な
い
の
で
、

修
覆
の
た
め
本
尊
厄
除
大
師
の
開
帳
を
二
月
二
五
日
よ
り
三
月
二
五
日
ま
で
行
う
こ

と
、
そ
の
際
に
は
城
下
町
口
々
、
郷
中
と
く
に
寒
川
郡
志
度
村
、
香
川
郡
仏
生
山
、

鵜
足
郡
宇
足
津
村
、
寺
門
前
に
建
札
を
立
て
る
こ
と
を
願
い
出
て
い
る（

67
）。

幕
末
の
文

久
二
年
に
は
庫
裏
の
修
覆
の
た
め
、
本
尊
弘
法
大
師
と
霊
室
等
の
開
帳
を
三
月
一
○

日
か
ら
四
月
一
○
日
ま
で
行
う
こ
と
に
な
り
、
城
下
・
郷
・
町
・
寺
門
前
へ
建
札
を

立
て
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る（

68
）。

　
真
蔵
院
に
は
宝
永
六
年
以
後
の
住
職
を
記
し
た「
当
山
寺
中
真
蔵
院
先
住
」が
残
っ

て
い
る（

69
）。

真
蔵
院
で
は
文
化
十
四
年
に
建
物
が
古
く
な
っ
て
い
る
上
に
、
こ
の
年
九

月
の
風
雨
に
よ
っ
て
破
損
が
ひ
ど
く
な
っ
た
の
で
修
復
し
た
い
が
、
檀
家
も
な
い

「
貧
寺
」
で
あ
る
の
で
、
少
々
の
寺
の
持
高
で
再
建
す
る
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
こ

れ
ま
で
の
寺
地
で
は
陰
地
で
水
が
不
自
由
で
あ
る
の
で
、
伽
藍
入
り
口
塀
重
門
の
西

手
に
空
地
が
あ
る
の
で
そ
こ
に
再
建
す
る
こ
と
を
、
白
峯
寺
へ
願
い
出
て
い
る
。
白

峯
寺
で
は
こ
の
「
寺
地
更
」
の
願
い
を
寺
社
奉
行
に
提
出
し
た（

70
）。

そ
し
て
堂
塔
は
す

べ
て
こ
れ
ま
で
の
と
お
り
と
い
う
こ
と
で
翌
年
に
認
め
ら
れ
た（

71
）。

　
ま
た
円
福
寺
に
も
天
和
三
年
以
後
の
住
職
が
「
当
山
寺
中
円
福
寺
先
住
」
に
よ
っ

て
確
認
で
き
る（

72
）。

文
化
九
年
か
ら
文
政
三
年
ま
で
八
年
間
、
無
住
と
な
っ
て
い
た
時

期
が
あ
る
が
、
文
政
四
年
に
白
峯
寺
の
弟
子
宜
聞
を
住
職
に
す
る
こ
と
が
許
可
さ
れ

て
い
る（

73
）。

　
　
２
財
政
運
営
と
高
松
藩

　
白
峯
寺
の
財
政
基
盤
は
寺
領
の
一
二
○
石
か
ら
の
収
入
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い

た
が
、
白
峯
寺
の
財
政
状
況
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
初

に
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
崇
徳
院
六
○
○
年
回
忌
を
翌
年
に
控
え
た
宝
暦
十
二

年
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
尊
・
諸
宝
物
・
寺
修

覆
等
の
費
用
が
不
足
す
る
た
め
と
し
て
、
高
松

藩
へ
拝
借
銀
を
願
い
出
た
。
不
足
費
用
の
内
訳

は
前
年
暮
れ
の
段
階
で
表
４
の
よ
う
に
な
っ
て

い
た
。
銀
三
貫
五
○
○
目
計
り
の
諸
本
尊
再
興

残
り
ほ
か
で
、
合
計
銀
二
二
貫
目
計
り
が
必
要

な
経
費
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
銀
二
○
貫
目
の

拝
借
と
そ
の
返
済
と
し
て
毎
年
二
五
石
の
「
上

米
」を
行
う
こ
と
を
申
し
出
て
い
る
。

　
高
松
藩
は
こ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
が
、
借
銀

も
多
く
な
っ
て
お
り
自
力
で
は
こ
れ
ら
の
費
用

が
確
保
で
き
な
い
と
し
て
、
再
度
白
峯
寺
は
寺

社
奉
行
へ
願
い
出
た
結
果
、
高
松
藩
で
は
拝
借

銀
と
し
て
銀
八
貫
六
○
○
目
を
渡
し
、
毎
年

二
五
石
の
上
米
を
行
わ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
こ

れ
に
対
し
白
峯
寺
は
銀
二
○
貫
目
の
拝
借
を
さ

ら
に
願
い
出
た
が
、
結
局
最
終
的
に
は
拝
借
は

表４　宝暦11年暮の不足銀高内訳

銀３貫500目計り
銀６貫目計り
銀８貫500目計り

銀４貫目計り

諸本尊再興残り
諸宝物御寄付物等再興積もり
御成御門玄関并びに客殿玄関境露次
門等の積もり
御上段并びに二ノ間客殿貼紙唐紙等
諸造作入目積もり

銀〆22貫目計り
「白峯寺大留」（７－２）より。 

銀
一
三
貫
五
○
○
目
で
、
上
米
は
三
五
石
に
上
げ
ら
れ
た
。
拝
借
銀
の
利
子
は
一
か

年
一
割
三
歩
、
返
済
の
上
米
は
寺
領
米
の
中
か
ら
三
五
石
を
代
官
所
へ
毎
年
暮
れ
に

納
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　
翌
宝
暦
十
三
年
八
月
が
崇
徳
院
六
○
○
年
回
忌
の
時
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
年
四
月

に
は
諸
伽
藍
修
覆
の
願
い
が
白
峯
寺
か
ら
提
出
さ
れ
て
お
り
、
十
分
な
諸
堂
等
の
修

覆
が
進
ん
で
い
な
い
の
が
窺
え
る（

74
）。

　
の
ち
享
和
元
年
に
上
米
三
○
石
が
一
○
石
減
ら
さ
れ
て
お
り
、
宝
暦
十
三
年
の
後

も
高
松
藩
と
拝
借
銀
を
め
ぐ
っ
て
の
交
渉
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
詳
細
は
明
ら

か
で
な
い
。
ま
た
こ
の
年
に
民
間
か
ら
銀
札
四
貫
五
○
○
目
を
借
用
し
た
証
文
の
写

し
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
拝
借
人
白
峯
寺
、
加
判
（
保
証
人
）
高
屋
村
百
姓
佐
一
郎
と

あ
る
。
高
屋
村
の
百
姓
が
保
証
人
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。



三
六

　
享
和
二
年
こ
ろ
、
白
峯
寺
で
は
借
銀
の
高
利
返
済
に
追
わ
れ
、
ま
た
干
魃
や
風
雨

に
よ
っ
て
寺
領
米
の
収
納
も
減
少
し
て
、
借
銀
高
が
銀
四
○
貫
目
に
も
及
ん
で
い

た
。
当
時
の
寺
領
米
そ
の
外
の
白
峯
寺
の
収
入
は
先
の
表
３
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

寺
領
米
約
八
五
石
に
御
初
尾
米
、
御
神
酒
料
、「
散
物
」（
寄
付
）
等
を
加
え
て
一
年

間
ほ
ぼ
一
二
○
石
余
り
で
あ
っ
た
。
倹
約
し
て
こ
の
う
ち
六
○
石
で
寺
の
運
営
を
行

い
、
残
り
を
借
銀
の
返
済
に
廻
し
て
い
る
が
、
簡
単
に
は
借
銀
は
減
ら
な
い
と
い
う

状
態
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
高
利
の
借
銀
の
皆
済
に
あ
て
る
た
め
銀
四
○
貫
目
を
拝

借
し
、
寺
領
米
の
中
か
ら
年
六
○
石
を
返
済
の
財
源
と
す
る
こ
と
を
高
松
藩
へ
願
い

出
て
、
こ
れ
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時
願
い
が
許
さ
れ
た
ら
「
去
々
年
（
寛
政

十
二
）御
金
蔵
ニ
而
、
拝
借
仕
元
銀
十
貫
目
」の
未
納
銀
を
も
皆
済
す
る
と
い
っ
て
お

り
、
こ
れ
よ
り
以
前
に
も
拝
借
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

　
二
年
後
の
文
化
元
年
に
は
早
く
も
、
返
済
に
廻
し
た
残
り
の
六
○
石
で
は
寺
運
営

の
財
政
が
成
り
立
た
な
い
の
で
、
返
済
米
の
半
減
と
利
子
の
減
少
を
願
い
出
て
い
る

が
、
こ
れ
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
四
年
後
の
文
化
五
年
に
再
度
六
○
石
返

納
の
半
減
の
願
い
が
出
さ
れ
、
同
年
暮
れ
よ
り
二
○
石
減
ら
さ
れ
て
四
○
石
の
上
米

が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
崇
徳
院
回
忌
六
五
○
年
に
当
た
る
文
化
一
○
年
の
十
一
月
に

は
回
忌
に
要
し
た
諸
経
費
を
は
じ
め
、
本
寺
の
御
室
御
所
や
京
都
の
公
家
衆
の
奉
納

物
に
対
す
る
お
礼
の
上
京
な
ど
の
費
用
の
た
め
に
、
銀
四
○
貫
目
の
拝
借
を
願
っ
て

い
る
。
翌
年
に
こ
れ
は
認
め
ら
れ
て
、
拝
借
銀
四
○
貫
目
の
内
か
ら
納
め
残
り
の

二
二
貫
目
余
り
を
差
し
引
い
た
、
一
七
貫
目
余
り
が
白
峯
寺
へ
渡
さ
れ
て
い
る（

75
）。

　
四
年
後
の
文
政
元
年
に
は
拝
借
銀
の
上
納
の
五
年
間
免
除
を
願
い
出
て
い
る
。
こ

れ
は
城
下
西
新
通
町
に
あ
る
白
峯
寺
の
旅
宿
の
普
請
に
充
て
る
た
め
で
あ
っ
た
。
白

峯
寺
は
初
代
藩
主
松
平
頼
重
以
来
、
藩
主
祈
祷
執
行
の
た
め
正
月
・
五
月
・
九
月
に
、

住
職
は
じ
め
多
数
の
僧
が
高
松
城
下
へ
出
か
け
て
き
て
い
た
。
拝
借
銀
の
免
除
期
間

は
三
年
間
に
短
縮
さ
れ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
三
年
後
の
同
四
年
に
、
大
師

堂
は
仮
堂
で
あ
っ
た
が
寛
政
の
は
じ
め
に
造
営
が
認
め
ら
れ
て
一
○
年
ほ
ど
前
に
上

棟
し
た
が
、
外
回
り
囲
い
板
、
唐
戸
厨
子
が
出
来
上
が
っ
て
お
ら
ず
諸
国
参
詣
者
の

印
象
も
悪
い
の
で
、
こ
の
大
師
堂
造
作
と
城
下
旅
宿
の
経
費
払
方
に
あ
て
る
た
め
、

さ
ら
に
拝
借
銀
上
納
の
三
か
年
免
除
を
願
い
出
た
が
、
二
か
年
間
免
除
に
変
更
し
て

認
め
ら
れ
た
。

　
大
師
堂
は
天
保
五
年
春
に
完
成
し
た
が
、
西
新
通
町
の
白
峯
寺
旅
宿
の
修
覆
に
は

以
外
と
経
費
が
か
か
り
、
一
五
貫
目
ほ
ど
の
借
財
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
こ
の
一
五

貫
目
の
拝
借
を
願
い
出
、
返
済
は
寺
領
米
の
中
か
ら
行
う
こ
と
に
し
て
い
る
。
当
時

白
峯
寺
で
は
「
諸
初
穂
賽
銭
ニ
至
迄
減
少
」
し
て
お
り
、「
御
寺
内
暮
方
難
立
行
」
と
、

寺
の
財
政
が
ゆ
き
ず
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
訴
え
て
い
る
。
銀
一
五
貫
目
の
拝
借
は
認

め
ら
れ
、
一
○
貫
目
は
寺
領
米
の
中
か
ら
来
年
の
暮
れ
よ
り
毎
年
三
○
石
、
五
貫
目

は
扶
持
林
の
伐
取
代
金
か
ら
上
納
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
こ
の
時
高
松
藩
は
郡
方
よ
り
阿
野
郡
北
の
大
政
所
渡
辺
七
郎
左
衛
門
・
本
条
和
太

右
衛
門
へ
白
峯
寺
の
財
政
状
況
に
つ
い
て
問
い
合
わ
せ
て
い
る
が
、
両
大
政
所
は
白

峯
寺
の
寺
領
か
ら
の
収
納
は
三
五
、六
○
石
で
、
近
年
は
減
少
し
て
い
る
よ
う
に
聞

い
て
い
る
が
、
近
い
う
ち
に
は
借
銀
も
皆
済
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
返
答
し
て
い

る
。
し
か
し
天
保
七
に
は
長
雨
に
よ
る
寺
領
収
納
の
減
少
の
た
め
、
拝
借
銀
一
○
貫

目
に
当
て
る
返
済
米
三
○
石
の
免
除
を
願
っ
て
い
る
。
ま
た
翌
八
年
に
も
免
除
を
申

し
出
て
い
る（

76
）。

　
白
峯
寺
の
宝
暦
か
ら
天
保
に
か
け
て
の
財
政
状
況
の
推
移
に
つ
い
て
、
史
料
的
に

わ
か
る
範
囲
で
述
べ
て
み
た
。
財
政
内
容
の
詳
細
な
こ
と
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
高

松
藩
か
ら
の
拝
借
銀
に
よ
る
財
政
援
助
を
受
け
な
が
ら
、
寺
財
政
の
維
持
を
図
っ
て

き
て
い
る
の
が
理
解
出
来
よ
う
。

　
　
３
開
帳
と「
丸
亀
講
中
」

　
白
峯
寺
は
明
暦
四
年
以
来
仁
和
寺
の
末
寺
と
な
っ
て
い
た
が（

77
）、

崇
徳
院
回
忌
六
○

○
年
に
当
た
っ
て
い
た
宝
暦
十
三
年
正
月
に
本
寺
の
仁
和
寺
か
ら
、
二
月
二
六
日
よ

り
本
尊
・
霊
宝
等
の
開
帳
、
八
月
二
六
日
の
法
楽
曼
供
執
行
が
認
め
ら
れ
て
い
る（

78
）。

開
帳
に
よ
っ
て
参
詣
者
が
多
く
集
ま
り
、
白
峯
寺
の
収
入
増
大
を
も
た
ら
す
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。

　
前
年
の
宝
暦
十
二
年
一
○
月
に
白
峯
寺
は
寺
社
奉
行
へ
翌
年
の
二
月
二
六
日
か
ら

四
月
一
八
日
ま
で
の
五
○
日
間
の
開
帳
を
願
い
出
て
い
た
。
そ
し
て
開
帳
の
建
札
を
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三
七

城
下
で
は
西
通
町
・
常
磐
橋
・
塩
屋
町
・
田
町
・
土
橋
の
五
か
所
、
郷
中
で
は
鵜
足

郡
宇
足
津
、
那
珂
郡
四
条
村
・
郡
家
村
、
三
木
郡
平
木
村
、
寒
川
郡
志
度
村
の
各
往

還
に
立
て
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
開
帳
に
際
し
て
は
城
下
の
み
な
ら
ず
、
郷
中
の

各
地
に
ま
で
そ
の
通
知
が
行
わ
れ
て
い
た
。
開
帳
は
高
松
藩
に
認
め
ら
れ
、「
閉
帳
」

前
の
四
月
一
四
日
に
は
高
松
藩
主
か
ら
の
奉
納
物
が
届
い
て
お
り
、
崇
徳
院
の
御
宝

前
へ
供
え
ら
れ
て
い
る
。

　
宝
暦
十
三
年
よ
り
以
前
の
開
帳
に
関
す
る
史
料
と
し
て
、
元
文
元
年
十
一
月
に
白

峯
寺
か
ら
高
松
藩
寺
社
役
所
へ
提
出
し
た
開
帳
願
書
の
次
の
控
が
あ
る
。

　
一
去
ル
子
年
頓
証
寺
御
修
覆
被
仰
付
、
今
年
御
銀
拝
借
仕
、
客
殿
庫
裏
大
破
之
分

修
覆
仕
候
ニ
付
、
前
々
之
通
一
山
諸
堂
本
尊
并
宝
物
開
帳
仕
度
奉
存
候
、
願
之

通
被
仰
付
候
ハ
ヽ
、
来
巳
二
月
十
八
日

六
月
十
八
日
迄
、
開
帳
仕
度
奉
存

候
、
依
之
御
城
下
口
々
、
郷
中
鵜
足
郡
宇
足
津
那
珂
郡
四
条
村
郡
家
村
三
木
郡

平
木
村
寒
川
郡
志
度
村
往
還
、
建
札
仕
度
奉
存
候
、
右
之
段
宜
御
相
談
相
済
候

様
奉
頼
候
、
以
上

「
去
ル
子
」、
つ
ま
り
享
保
十
七
年
に
頓
証
寺
の
修
覆
が
あ
り
、
今
年
は
客
殿
・
庫
裏

の
修
覆
が
終
わ
っ
た
の
で
、
来
年
の
元
文
二
年
二
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
の
開
帳

と
、
そ
の
建
札
の
設
置
場
所
を
願
い
出
て
い
る
。
郷
中
の
建
札
の
場
所
は
宝
暦
十
三

年
の
時
と
同
じ
で
あ
り
、
固
定
化
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る（

79
）。

　
宝
暦
十
三
年
の
正
月
に
白
峯
寺
は
次
の
口
上
書
を
高
松
藩
へ
提
出
し
た
。

　
　
　
　
　
　
口
上

　
一
丸
亀
表
当
山
信
仰
ニ
付
、
講
中
共
御
座
候
而
、
当
山
開
帳
札
丸
亀
多
度
津
舟
着

へ
建
申
候
ハ
ヽ
、
他
国
者
金
毘
羅
参
詣
之
者
共
見
及
、
当
山
参
詣
可
有
御
座
候

へ
者
、
結
縁
ニ
も
相
成
可
申
候
間
、
張
札
ニ
而
も
致
度
由
申
候
ニ
付
、
他
領
之
儀

此
方

、
取
遣
も
難
成
段
申
候
へ
者
、
私
共
相
計
可
申
旨
、
講
中
共
町
年
寄
へ

願
候
へ
者
、
寺
社
奉
行
中
へ
届
入
申
候
間
、
爰
元
寺
院

申
出
有
之
候
へ
者
、

聞
置
相
済
可
申
由
ニ
而
、
誕
生
院
旅
宿
丸
亀
之
御
城
下
御
座
候
里
坊
へ
、
講
中

共
頼
申
候
へ
者
、
白
峯
寺
之
儀
成
程
取
計
可
申
由
、
則
右
之
段
誕
生
院
へ
申
出

置
、
去
暮
里
坊
役
人
中
へ
申
出
置
候
所
、
先
頃
誕
生
院
丸
亀
へ
出
府
之
節
、
御

役
人
中
へ
内
談
内
証
相
済
申
由
、
則
右
里
坊

申
越
候
、
右
講
中
共
段
々
世
話

仕
候
儀
御
座
候
間
、
札
を
も
為
建
申
度
奉
存
候
、
此
段
宜
奉
頼
候
、
以
上

そ
の
要
旨
は
、
白
峯
寺
の
「
丸
亀
講
中
」
が
、
丸
亀
と
多
度
津
の
船
着
場
へ
開
帳
の

建
札
を
立
て
る
と
、
他
国
者
や
金
毘
羅
参
詣
者
た
ち
が
白
峯
寺
参
詣
へ
出
か
け
る
だ

ろ
う
と
申
し
出
た
。
し
か
し
高
松
藩
領
の
こ
と
で
は
な
い
の
で
、
丸
亀
講
中
は
丸
亀

町
年
寄
へ
頼
み
、
丸
亀
藩
寺
社
奉
行
へ
願
い
出
た
と
こ
ろ
、
領
内
の
寺
院
か
ら
の
申

出
で
あ
れ
ば
構
わ
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
誕
生
院
（
善
通
寺
）
と
城
下
の
そ
の

旅
宿
里
坊
へ
申
し
出
た
。
そ
し
て
誕
生
院
が
丸
亀
へ
出
府
の
折
に
寺
社
奉
行
か
ら
の

了
解
を
得
た
の
で
、
開
帳
の
建
札
を
立
て
る
こ
と
に
し
た
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。

　
こ
の
白
峯
寺
の
高
松
藩
へ
の
申
し
入
れ
は
許
可
さ
れ
、「
開
帳
建
札
」
は
丸
亀
城

下
が
新
京
橋
・
船
入
橋
・
中
部（

府
）の

三
か
所
に
、
多
度
津
は
米
屋
七
右
衛
門
が
持
参
し

て
立
て
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
件
に
関
し
て
白
峯
寺
は
丸
亀
城
下
の
丸
亀
通
町
大

年
寄
能
登
屋
、
松
屋
町
大
年
寄
竜
野
屋
、
阿
波
屋
甚
蔵
、
三
倉
屋
茂
右
衛
門
、
阿
波

屋
伊
兵
衛
、
南
条
町
虎
屋
長
右
衛
門
ら
へ
礼
物
を
持
参
し
て
い
る（

80
）。

　
崇
德
院
六
○
○
年
回
忌
に
当
た
っ
て
の
開
帳
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
開
帳
に
当

た
っ
て
は
高
松
領
内
の
み
な
ら
ず
、
丸
亀
城
下
や
多
度
津
、
ま
た
金
毘
羅
参
詣
者
な

ど
、
多
く
の
人
々
の
支
援
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
白
峯
寺
の
開
帳
に
関
し
て
は
「
当
山
開
帳
之
義
者
、
年
限
ニ
不
拘
、
諸
堂
御
造
営

之
砌
ハ
、
前
々

諸
宝
物
開
帳
仕
来
り
居
申
候
」
と
あ
り
、「
諸
堂
御
造
営
」
の
時
に

行
っ
て
い
た
。
文
化
四
年
十
月
に
は
「
近
年
結
構
御
修
覆
向
追
々
被
仰
付
、
別
而
ハ

官
庫
御
造
営
も
被
為
有
候
ニ
付
、
旁
以
任
旧
例
諸
人
為
結
縁
、
来
春
諸
宝
物
等
開
帳

仕
度
奉
存
候
」と
、
近
年
境
内
が
修
覆
さ
れ
、
と
く
に
先
述
し
た「
官
庫
」も
造
営
さ

れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
開
帳
の
願
書
を
寺
社
奉
行
へ
提
出
し
た
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く

認
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
文
化
一
○
年
の
崇
德
院
六
五
○
年
回
忌
の
際
に
も

開
帳
の
願
い
が
出
さ
れ
て
い
る（

81
）。
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１「
五
穀
成
就
」の
祈
祷

　
高
松
藩
か
ら
雨
乞
祈
祷
が
命
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
は
先
述
し
た
が
、
白

峯
寺
が
高
松
藩
領
の
大
政
所
の
依
頼
に
よ
っ
て
、
祈
祷
を
行
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
文

化
二
年
に
領
分
中
の
大
政
所
か
ら
の
、「
国
家
安
全
、
御
武
運
御
長
久
、
五
穀
豊
穣
」

の
祈
祷
願
い
を
受
け
、
五
月
か
ら
行
う
こ
と
に
し
て
い
る（

82
）。

　
二
年
後
の
文
化
四
年
二
月
に
は
、
金
毘
羅
大
権
現
・
白
鳥
宮
・
白
峯
寺
に
大
政
所

た
ち
か
ら
、「
五
穀
成
就
雨
乞
」
の
祈
祷
願
い
が
出
さ
れ
、
藩
は
こ
れ
を
了
承
し
た
。

こ
の
た
め
白
峯
寺
へ
領
内
大
政
所
全
員
連
名
の
次
の
書
状
が
届
け
ら
れ
た
。

　
　（
前
略
）、
然
者
去
秋
以
来
降
雨
少
ク
、
池
々
水
溜
無
甲
斐
、
殊
更
先
日
以
来
風

立
申
候
而
、
場
所
ニ

麦
菜
種
子
生
立
悪
敷
、
日
痛
有
之
様
相
見
江
、
其
上
先

歳
寅
卯
両
年
、
干
損
打
続
申
次
第
を
百
姓
共
承
伝
、
一
統
不
案
内
之
様
子
ニ
相

聞
申
候
、
依
之
五
穀
成
就
雨
乞
御
祈
祷
御
修
行
、
被
下
候
様
ニ
御
頼
申
上
度
段

奉
伺
候
処
、
申
出
尤
ニ
候
間
、
早
々
御
頼
申
上
候
と
の
儀
ニ
御
座
候
、
近
頃
乍

御
苦
労
御
修
行
被
下
候
様
ニ
、
宜
奉
頼
上
候
、（
後
略
）

去
年
の
秋
か
ら
降
雨
が
少
な
く
溜
池
の
水
も
十
分
で
な
く
、
先
日
来
強
風
に
よ
り
場

所
に
よ
っ
て
は
、
麦
・
菜
種
子
の
生
育
が
良
く
な
い
、
そ
の
上
十
年
ほ
ど
前
に
旱
損

が
続
い
た
こ
と
を
、
農
民
た
ち
は
承
知
し
て
い
て
不
安
な
様
子
な
の
で
、「
五
穀
成

就
雨
乞
」
の
祈
祷
を
お
願
い
し
た
い
と
申
出
た
と
こ
ろ
、
藩
か
ら
許
可
が
下
り
た
の

で
、
祈
祷
修
行
の
実
施
を
依
頼
し
た
い
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
白
峯
寺
で
は
こ
の
要

請
を
受
け
て
、
二
月
十
六
日
か
ら
二
一
日
ま
で
の
間
の
修
行
を
行
う
こ
と
に
な
っ

た
。
祈
祷
の
間
、
阿
野
郡
北
の
村
々
を
は
じ
め
、
各
地
の
郡
か
ら
も
参
詣
す
る
こ
と

に
し
て
い
る
。

　
領
内
全
体
か
ら
で
は
な
く
、
白
峯
寺
の
あ
る
阿
野
郡
北
の
大
政
所
ら
か
ら
も
独
自

の
祈
祷
依
頼
が
行
わ
れ
て
い
た
。
文
化
七
年
十
一
月
に
阿
野
郡
北
の
青
海
村
政
所
嘉

左
衛
門
が
登
山
し
、「
当
秋
已
来
雨
天
相
続
、
此
節
麦
作
所
仕
付
甚
指
支
難
渋
仕
候
」

と
し
て
、
大
・
小
政
所
が
「
評
定
」
し
「
二
夜
三
日
之
間
、
五
穀
成
就
祈
祷
修
行
」
を

依
頼
し
、
白
峯
寺
は
十
四
日
か
ら
十
六
日
ま
で
と
し
て
了
承
し
て
い
る
。
そ
し
て

十
五
日
の
祈
祷
中
日
に
は
、
阿
野
郡
北
の
大
・
小
政
所
、
組
頭
ら
八
、九
人
が
参
詣

し
て
い
る
。
領
内
全
体
に
限
ら
ず
、
白
峯
寺
の
あ
る
阿
野
郡
北
の
依
頼
に
よ
り
「
五

穀
成
就
」の
祈
祷
も
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
文
政
三
年
六
月
に
は
阿
野
郡
北
の
青
海
村
政
所
（
兼
大
政
所
）
渡
辺
良
左
衛

門
が
登
山
し
て
、「
此
節
御
領
分
之
内
、
所
ニ
よ
り
稲
作
虫
損
之
場
所
も
有
之
、
且

当
郡
者
格
別
之
義
ニ
無
御
座
候
へ
共
、
猶
虫
除
之
御
祈
祷
、
乍
御
苦
労
御
修
法
被
下

候
様
」
と
、
阿
野
郡
北
は
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
い
が
、
領
内
で
は
所
に
よ
り
「
稲
作
虫

指
」
で
あ
る
と
し
て
、「
虫
除
五
穀
成
就
」
を
依
頼
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
白
峯

寺
で
は
「
明
九
日
初
夜
よ
り
御
祈
祷
執
行
仕
候
間
、
此
段
大
政
所
中
へ
宜
敷
御
通
達

被
下
候
様
」
と
、
渡
辺
良
左
衛
門
へ
伝
え
た（

83
）。

ま
た
文
政
十
二
年
六
月
に
は
阿
野
郡

北
の
依
頼
に
よ
り
、「
虫
除
五
穀
成
就
」の
祈
祷
を
行
っ
て
い
る（

84
）。

　
な
お
、
以
上
の
「
五
穀
成
就
」
の
祈
祷
と
は
別
に
、
宝
暦
十
二
年
九
月
に
、「
恒
例

五
穀
御
祈
祷
、
大
小
政
所
登
山
」
と
あ
り（

85
）、

年
に
一
度
恒
常
的
に
阿
野
郡
北
の
「
五

穀
御
祈
祷
」が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
２
大
政
所
の
雨
乞
祈
祷
願
い

　
雨
乞
い
の
祈
祷
が
阿
野
郡
北
の
大
政
所
の
依
頼
に
よ
っ
て
も
行
わ
れ
て
い
た
。
い

く
つ
か
例
を
挙
げ
て
説
明
し
て
お
き
た
い
。
文
化
六
年
六
月
末
に
「
青
海
村
嘉
左
衛

門
登
山
被
致
、
毎
度
御
苦
労
ニ
者
奉
存
候
得
共
、
雨
乞
御
祈
祷
被
下
候
様
御
頼
申
上

度
、
大
政
所
被
申
候
間
、
乍
御
苦
労
御
頼
申
候
と
被
申
候
、
依
之
朔
日
晩
方

開
白

修
行
、
二
日
少
々
降
雨
」と
あ
る
よ
う
に
、
青
海
村
政
所
の
嘉
左
衛
門
が
登
山
し
て
、

阿
野
郡
北
大
政
所
の
雨
乞
の
依
頼
を
伝
え
て
お
り
、
白
峯
寺
で
は
七
月
一
日
の
晩
か

ら
祈
祷
を
始
め
て
い
る
。
そ
し
て
二
日
の
晩
に
阿
野
郡
北
の
大
・
小
政
所
六
、七
人

が
登
山
し
て
雨
乞
祈
祷
を
拝
聴
し
、
翌
日
も
拝
聴
し
て
下
山
し
た
。

　
五
日
に
は
さ
ら
に
隣
接
す
る
阿
野
郡
南
の
大
政
所
水
原
半
十
郎
・
片
山
佐
兵
衛
が
、

阿
野
郡
北
の
大
政
所
渡
辺
和
兵
衛
と
と
も
に
登
山
し
て
、
雨
乞
修
行
の
依
頼
を
し
て

お
り
、
白
峯
寺
で
は
こ
れ
を
受
け
入
れ
て
い
る
。
そ
し
て
府
中
村
政
所
を
は
じ
め
阿

野
郡
南
の
村
々
の
組
頭
ら
が
登
山
し
て
い
る
。
こ
の
時
阿
野
郡
北
大
政
所
の
富
家

長
三
郎
が
、「
雨
乞
御
修
行
中
、
念
仏
踊
為
踊
度
様
、
以
書
状
及
相
談
」
ん
で
お
り
、



讃
岐
白
峯
寺
に
み
る
高
松
藩
と
地
域
社
会

三
九

十
日
に
雨
乞
念
仏
踊
が
白
峯
寺
で
行
わ
れ
、
阿
野
郡
北
の
高
屋
村
・
神
谷
村
・
木
沢

村
の
政
所
が
付
き
添
っ
て
白
峯
寺
へ
登
山
し
て
い
る
。

　
文
化
一
○
年
の
暮
れ
に
は
阿
野
郡
北
の
大
政
所
か
ら
、「
当
秋
已
来
天
気
打
続
候

而
、
降
雨
少
候
故
、
池
々
水
溜
等
無
甲
斐
、
殊
ニ
麦
菜
種
子
等
生
立
悪
ク
候
ニ
付
、

為
五
穀
成
就
雨
乞
御
修
行
被
下
候
様
」
と
、
こ
の
秋
か
ら
降
雨
が
少
な
く
、
溜
池
の

水
が
減
っ
て
麦
・
菜
種
子
の
生
育
が
よ
く
な
い
と
し
て
、「
五
穀
成
就
雨
乞
」
の
祈

祷
を
依
頼
し
て
い
る
。
白
峯
寺
は
七
日
間
の
修
法
を
行
う
旨
伝
え
て
い
る
。
こ
の
時

の「
御
祈
祷
勤
方
」は
、
先
述
し
た
文
化
四
年
二
月
の
領
分
中
の
大
政
所
か
ら
の「
雨

乞
御
祈
祷
」の
と
お
り
と
し
て
い
た
。

　
翌
文
化
十
一
年
の
四
月
に
も
雨
が
少
な
か
っ
た
ら
し
く
、
阿
野
郡
北
大
政
所
富
家

長
三
郎
は
降
雨
祈
祷
を
願
い
出
て
お
り
、
こ
の
祈
祷
に
続
い
て
郡
奉
行
か
ら
も
引
き

続
き
祈
祷
を
続
け
る
よ
う
命
じ
ら
れ
て
い
る（

86
）。

　
幕
末
の
安
政
六
年
に
阿
野
郡
北
の
大
政
所
渡
辺
槙
之
助
は
、「
照
続
ニ
付
用
水
不

自
由
ニ
相
成
、
村
々
既
及
難
渋
ニ
付
、
郡
中
自（
マ
マ
）願
之
雨
乞
白
峯
寺
へ
相
頼
」
ん
で
お

り
、「
有
徳
者
」の
白
峯
寺
へ
の
参
詣
を
促
し
て
い
た（

87
）。

　
ま
た
雨
乞
祈
祷
で
は
な
い
が
、
文
久
三
年
に
は
同
じ
く
阿
野
郡
北
の
大
政
所
渡
辺

槙
之
助
・
本
条
勇
七
は
、「
此
節
当
郡
内
悪
病
流
行
ニ
付
、
白
峯
寺
并
林
田
村
社
人

富
家
淡
路
へ
、
右
悪
病
除
祈
祷
為
致
呉
候
様
、
村
々

申
出
候
ニ
付
」と
し
て
、「
悪

病
除
祈
祷
」も
白
峯
寺
へ
依
頼
が
あ
っ
た（

88
）。

　
こ
の
よ
う
な
具
体
例
か
ら
も
理
解
出
来
る
よ
う
に
、
白
峯
寺
の
属
す
る
阿
野
郡
北

の
地
域
で
は
降
雨
の
状
況
に
よ
り
、
大
政
所
が
地
域
の
意
向
を
受
け
て
、
郡
独
自
に

雨
乞
祈
祷
を
白
峯
寺
へ
依
頼
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
お
り
、
隣
接
す
る
阿

野
郡
南
も
含
め
て
、
こ
れ
ら
の
地
域
と
の
結
び
つ
き
の
深
さ
を
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。

　
　
３
村
落
と
の
か
か
わ
り

　
冒
頭
で
近
世
初
期
に
讃
岐
を
支
配
し
た
生
駒
家
に
つ
い
て
触
れ
た
折
に
、
慶
長
九

年
に
白
峯
寺
の
本
堂
が
生
駒
家
に
よ
っ
て
再
興
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
た
が
、
こ
の
こ

と
を
記
し
て
い
る
棟
札
に
は
青
海
・
高
屋
・
林
田
・
鴨
・
神
谷
な
ど
、
白
峯
寺
周
辺

の
各
村
の
人
々
の
名
前
も
書
か
れ
て
お
り（

89
）、

す
で
に
近
世
初
期
の
こ
の
頃
に
、
白
峯

寺
の
あ
る
阿
野
郡
北
の
地
域
の
一
般
民
衆
の
信
仰
を
、
集
め
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ

れ
る
。

　
先
に
触
れ
た
幕
末
の
文
久
三
年
写
の「
御
上
并
檀
那
御
祈
祷
帳
」の
中
に
あ
る
よ
う

に
、「
五
穀
御
祈
祷
御
札
守
」
を
正
・
五
・
九
月
の
十
五
日
に
寺
社
役
所
へ
差
し
出
し

て
お
り
、
領
内
の
農
業
の
安
定
の
祈
祷
を
定
期
的
に
行
っ
て
い
た
の
が
わ
か
る
。
ま

た
毎
年
正
月
十
五
日
に
は
「
長
日
護
摩
切
札
」
と
「
五
穀
御
札
」
を
、
阿
野
郡
北
の
村

一
三
か
村
へ
一
一
二
五
枚
を
配
っ
て
お
り
、
各
村
の
政
所
に
は
「
五
穀
大
札
」
を
渡

し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
瀬
居
島
太
郎
兵
衛
、
積
浦
三
○
軒
、
宮
浦
二
五
軒
な
ど
へ
も

「
札
」
を
渡
し
て
お
り
、
そ
し
て
「
護
摩
御
札
守
」
を
京
都
諏
訪
加
兵
衛
・
大
坂
鴻
池

市
兵
衛
へ
送
っ
て
い
る
。
終
わ
り
の
箇
所
に
は
下
津
井
大
黒
屋
三
次
郎
・
三
好
屋
祐

十
郎
を
介
し
て
、
備
前
下
津
井
講
組
の
紀
ノ
国
屋
利
右
衛
門
を
は
じ
め
一
八
人
へ

「
守
」
を
渡
し
て
い
る
記
述
が
あ
る
。
高
松
藩
内
や
阿
野
郡
北
と
の
関
係
だ
け
で
な

く
、
対
岸
の
備
前
を
は
じ
め
関
西
地
域
の
人
々
と
も
結
び
つ
い
て
祈
祷
が
行
わ
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
寛
政
四
年
の
「
大
師
堂
再
建
勧
進
」（
仮
）
の
版
木
に
よ
る
と
、「
大
師
堂
の
ミ
仮

堂
の
ま
ま
に
し
て
、
い
ま
た
経
営
な
ら
さ
れ
は
、
も
ろ
人
に
助
力
を
乞
て
、
今
や
建

立
な
さ
ん
事
を
希
の
ミ
」
と
あ
り（

90
）、

大
師
堂
の
再
建
の
た
め
に
、「
も
ろ
人
に
助
力

を
乞
」う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
享
和
三
年
八
月
に
は
御
成
御
門
西
手
入
口
の
塀
重
門
を
修
覆
す
る
こ
と
、
同
所
の

石
垣
際
東
西
二
○
間
と
、
同
所
東
打
迫
よ
り
勅
額
門
ま
で
の
間
を
、
石
の
玉
垣
に
す

る
こ
と
を
阿
野
郡
北
の
氏
子
が
願
い
出
て
い
る
。
と
く
に
石
垣
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま

で
「
参
詣
人
群
集
之
節
者
危
キ
義
」
と
な
っ
て
い
た
の
が
解
消
さ
れ
る
し
、
ま
た
「
他

所
者
等
罷
候
節
、
見
込
も
宜
相
成
」
る
と
、
他
所
者
の
評
価
も
高
く
な
る
と
し
て
白

峯
寺
も
歓
迎
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
一
○
月
に
寺
社
役
所
か
ら
許
可
さ
れ
た
。
し
か

し
玉
垣
の
工
事
は
「
土
地
片
下
り
」
の
所
も
あ
る
の
で
、
東
西
六
間
、
南
北
一
二
間

ほ
ど「
土
地
上
并
土
留
」を
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
も
阿
野
郡
北
の
氏
子
が
負
担
す



四
〇

る
こ
と
に
な
っ
た（

91
）。

　
ま
た
文
化
二
年
に
西
浜
の
嘉
助
ら
を
世
話
人
と
し
て
、
官
庫
宝
前
の
石
階
の
築
造

が
行
わ
れ
て
お
り（

92
）、

翌
三
年
十
月
に
頓
証
寺
の
境
内
が
狭
い
た
め
、「
別
而
近
年
参

詣
人
等
多
、
混
雑
仕
」
る
と
し
て
、
拝
殿
の
西
の
御
供
所
裏
通
り
か
ら
南
の
番
所
に

か
け
て
の
約
四
○
間
の
と
こ
ろ
に
、
農
業
の
手
隙
に
お
よ
そ
五
、六
間
の
谷
筋
を
埋

め
る
こ
と
を
行
い
た
い
と
の
、
阿
野
郡
北
の
氏
子
た
ち
の
願
い
を
受
け
て
、
白
峯
寺

は
「
参
詣
人
群
衆
之
節
、
混
雑
も
不
仕
」
と
、
寺
社
奉
行
へ
申
し
出
て
い
る
。
し
か

し
こ
れ
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
翌
四
年
十
一
月
に
築
い
た
後
の
道
の
修
覆
も

自
力
で
行
う
と
し
て
、
再
度
願
い
出
て
い
る
。
こ
の
道
の
修
覆
に
つ
い
て
は
「
修
覆

留
」が
作
成
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
道
が
造
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る（

93
）。

　
そ
の
後
文
政
五
年
十
月
に
頓
証
寺
の
勅
額
門
の
外
手
に
あ
る
燈
籠
の
前
に
、
石
燈

籠
を
二
基
建
立
し
た
い
と
の
「
施
主
共
」
が
い
る
と
し
て
そ
の
建
立
願
い
が
、
文
政

十
二
年
六
月
に
は
「
当
山
講
中
共
」
か
ら
伽
藍
本
堂
南
の
空
地
に
、
後
々
も
講
中
が

修
覆
す
る
の
で
、
高
さ
一
丈
ほ
ど
の
宝
塔
を
建
て
た
い
と
の
願
い
が
白
峯
寺
へ
出
さ

れ
た
。
そ
し
て
天
保
四
年
に
は
同
じ
く
勅
額
門
の
外
の
獅
子
一
対
の
建
立
願
い
が
、

「
心
願
之
施
主
共
」
か
ら
出
さ
れ
、
い
ず
れ
も
白
峯
寺
は
寺
社
役
所
へ
願
い
出
て
許

可
さ
れ
て
い
る
。
因
み
に
宝
塔
は
三
年
後
の
天
保
三
年
一
○
月
に
完
成
し
て
い
る（

94
）。

ま
た
天
保
十
二
年
の
橋
本
権
蔵
・
安
藤
庄
兵
衛
に
よ
る
、
白
峯
大
権
現
本
社
と
十
王

堂
の
再
建
な
ど
が
あ
る（

95
）。

　
近
世
後
期
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
阿
野
郡
北
の
氏
子
、「
当
山
講
中
共
」、「
施
主
共
」

な
ど
の
一
般
の
人
々
に
よ
る
、
白
峯
寺
の
境
内
の
諸
堂
再
建
、
門
・
石
垣
の
修
築
や

頓
証
寺
の
整
備
に
関
す
る
民
衆
の
協
力
は
、
白
峯
寺
へ
の
信
仰
が
民
衆
へ
浸
透
し
て

い
っ
て
い
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　お
わ
り
に

　
以
上
、
近
世
の
白
峯
寺
に
関
し
て
、
史
料
的
に
明
ら
か
に
し
得
る
注
目
す
べ
き
事

項
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
重
要
と
思
わ
れ
る
点
に
つ
い
て
は
そ
の
都
度
指
摘
し

た
が
、
最
後
に
い
ま
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
の
要
点
を
ま
と
め
て
結
び
に
代
え
た

い
。

　
白
峯
寺
は
戦
国
時
代
に
は
本
堂
が
兵
火
に
罹
っ
た
り
し
た
が
、
近
世
に
入
る
と
讃

岐
の
領
主
の
保
護
に
よ
り
、
復
興
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
生
駒
藩
主
、
次
い

で
高
松
藩
主
の
歴
代
の
援
助
を
受
け
て
伽
藍
配
置
が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
。
と
く
に

高
松
藩
初
代
藩
主
松
平
頼
重
は
、
襲
封
直
後
の
寛
永
二
○
年
に
頓
証
寺
を
再
興
、
崇

徳
院
陵
に
石
燈
籠
を
献
納
し
て
お
り
、
寛
文
六
年
に
は
高
松
藩
内
で
は
二
番
目
と
な

る
寺
領
一
二
○
石
を
与
え
て
い
る
。
ま
た
十
八
世
紀
中
頃
の
五
代
藩
主
松
平
頼
恭
も

諸
堂
の
整
備
に
尽
力
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
っ
た
。

　
白
峯
寺
は
石
清
尾
八
幡
宮
別
当
の
阿
弥
陀
院
と
と
も
に
高
松
藩
の
祈
祷
所
で
あ

り
、
正
月
・
五
月
・
九
月
に
高
松
城
で
大
般
若
経
の
読
誦
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
た

め
藩
主
の
白
峯
寺
へ
の
参
詣
も
行
わ
れ
て
お
り
、
崇
徳
院
六
○
○
年
回
忌
に
あ
た
る

宝
暦
十
三
年
に
、
当
時
の
藩
主
松
平
頼
恭
が
参
詣
し
て
い
る
の
が
確
認
で
き
る
。
ま

た
代
参
も
行
わ
れ
て
い
た
。
　

　
高
松
藩
の
祈
祷
所
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
白
峯
寺
で
は
干
魃
に
際
し
て
高

松
藩
の
命
に
よ
り
雨
乞
祈
祷
を
行
っ
て
い
る
。
讃
岐
で
は
近
世
に
は
多
く
の
干
魃
が

起
っ
て
い
た
。
干
魃
の
事
態
に
な
る
と
高
松
藩
は
白
峯
寺
に
雨
乞
祈
祷
を
命
じ
て
い

る
が
、
あ
る
程
度
の
降
雨
が
み
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
白
峯
寺
も
含
む
領
内
各
郡
の

十
か
寺
に
雨
乞
祈
祷
を
行
わ
せ
て
い
る
。
ま
た
高
松
藩
か
ら
の
命
だ
け
で
な
く
、
領

内
の
大
政
所
た
ち
の
依
頼
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
白
峯
寺
の
あ
る
阿
野
郡
北
の
大
・
小

政
所
ら
の
願
い
を
受
け
て
実
施
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
古
く
か
ら
崇
徳
院
の
回
忌
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
近
世
に
入
っ
て
確
認
で
き
る
の

は
宝
暦
十
三
年
の
六
○
○
年
回
忌
、
文
化
一
○
年
の
六
五
○
年
回
忌
、
文
久
三
年
の

七
○
○
年
回
忌
で
あ
る
。
宝
暦
十
三
年
の
六
○
○
年
回
忌
で
は
、
高
松
藩
寺
社
奉
行

や
本
寺
の
御
室
御
所
仁
和
寺
の
許
可
の
も
と
に
、
二
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
開
帳
、

八
月
に
法
楽
曼
供
執
行
を
行
っ
て
い
る
。

　
ま
た
崇
徳
院
回
忌
の
法
要
に
際
し
て
は
、
文
化
一
○
年
の
六
五
○
年
回
忌
の
時

に
、
高
松
藩
は
領
内
の
家
中
・
城
下
町
人
・
郷
中
農
民
へ
、
一
人
一
か
月
銭
一
文
で

半
年
分
の
「
奉
加
」
を
納
め
さ
せ
て
い
る
が
、
こ
の
六
五
○
年
回
忌
の
年
だ
け
で
は
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な
く
そ
れ
ま
で
も
、
崇
徳
院
回
忌
に
際
し
て
は
「
奉
加
」
を
納
め
て
お
り
、
崇
徳
院

回
忌
に
は
高
松
藩
の
家
臣
を
は
じ
め
、
城
下
の
人
々
や
領
内
農
民
な
ど
か
ら
の
経
済

的
援
助
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
白
峯
寺
の
財
政
基
盤
は
寺
領
の
一
二
○
石
か
ら
の
収
入
で
あ
っ
た
。
し
か
し
近
世

中
期
以
降
に
は
白
峯
寺
は
何
度
も
財
政
的
に
行
き
詰
ま
っ
て
い
た
。
崇
徳
院
回
忌
六

○
○
年
を
翌
年
に
控
え
た
宝
暦
十
二
年
に
、
崇
徳
院
回
忌
の
準
備
の
た
め
の
、
本

尊
・
宝
物
・
諸
堂
の
修
覆
の
費
用
が
不
足
す
る
と
し
て
、
高
松
藩
か
ら
拝
借
銀
と
し

て
銀
一
三
貫
五
○
○
目
を
貸
与
さ
れ
て
お
り
、
返
済
用
の
上
米
は
毎
年
三
五
石
を
暮

れ
に
納
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
以
後
も
拝
借
銀
は
何
度
か
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

高
松
藩
か
ら
の
援
助
を
受
け
な
が
ら
寺
の
運
営
、
維
持
が
図
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
理

解
で
き
る
。

　
白
峯
寺
の
運
営
は
高
松
藩
か
ら
の
援
助
だ
け
で
な
く
、
丸
亀
藩
を
含
め
て
民
間
の

人
々
か
ら
も
多
く
の
協
力
を
得
て
い
た
。
た
と
え
ば
崇
徳
院
六
○
○
年
回
忌
の
開
帳

に
当
た
っ
て
参
詣
者
を
増
や
す
た
め
、
白
峯
寺
の
「
丸
亀
講
中
」
が
丸
亀
城
下
の
町

年
寄
を
と
お
し
て
丸
亀
藩
へ
働
き
か
け
、
当
時
金
毘
羅
参
詣
の
上
陸
地
と
し
て
賑

わ
っ
て
い
た
丸
亀
湊
に
三
か
所
、
支
藩
多
度
津
藩
の
多
度
津
湊
に
も
「
開
帳
建
札
」

を
設
置
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
享
和
三
年
に
は
御
成
門
の
近
く
の
石
垣
工

事
の
一
部
の
経
費
を
、
阿
野
郡
北
の
氏
子
た
ち
が
負
担
し
た
。
文
政
十
二
年
に
は
本

堂
南
の
地
に
、「
当
山
講
中
」
か
ら
高
さ
一
丈
の
宝
塔
を
建
て
た
い
と
の
願
い
が
出

さ
れ
、
三
年
後
の
天
保
三
年
に
完
成
し
て
い
る
。

　
白
峯
寺
は
高
松
藩
の
祈
祷
寺
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
保
護
、
財
政
的
援
助
を
受
け

る
こ
と
が
多
く
、
両
者
の
関
係
は
緊
密
で
あ
っ
た
。
同
時
に
崇
徳
院
回
忌
に
際
し

て
の
「
奉
加
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
家
臣
や
領
民
の
経
済
的
な
支
援
を
得
て
い
た
。

ま
た
領
内
全
体
の
大
政
所
や
白
峯
寺
が
属
す
る
阿
野
郡
北
の
大
政
所
か
ら
の
依
頼
に

よ
る
、「
五
穀
成
就
」
や
雨
乞
い
の
祈
祷
の
執
行
な
ど
、
農
村
社
会
と
の
強
い
結
び

つ
き
を
も
っ
て
民
衆
生
活
の
安
定
に
貢
献
し
て
い
た
。
そ
し
て
境
内
の
整
備
に
関
し

て
は
、
阿
野
郡
北
の
村
々
や
氏
子
、「
丸
亀
講
中
」、「
当
山
講
中
」
な
ど
、
白
峯
寺

と
関
係
を
も
つ
民
衆
の
協
力
に
拠
っ
て
い
る
側
面
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
地
域
の

人
々
と
の
か
か
わ
り
の
上
に
、
白
峯
寺
が
存
在
し
、
そ
の
運
営
が
行
わ
れ
て
い
た
こ

と
を
見
落
と
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う（

96
）。

注（
１
）﹃
香
川
叢
書
・
第
一
﹄（
香
川
県
、
一
九
三
九
年
）。

（
２
）﹃
四
国
八
十
八
ケ
所
霊
場
第
八
十
一
番
札
所
　
白
峯
寺
調
査
報
告
書
﹄
第
１
分

冊
第
３
部
第
４
章
第
１
節
「
彫
刻
」（
香
川
県
・
香
川
県
教
育
委
員
会
、
二
○

一
二
年
）。

（
３
）﹃
香
川
叢
書
・
第
二
﹄（
一
九
四
一
年
）。

（
４
）「
と
は
ず
が
た
り
・
巻
五
」（﹃
新
古
典
文
学
大
系･

50
﹄。
岩
波
書
店
、

一
九
九
四
年
）。

（
５
）前
出「
白
峯
寺
縁
起
」。

（
６
）「
讃
州
細
川
記
」（
前
出﹃
香
川
叢
書
・
第
二
﹄）。

（
７
）「
白
峯
寺
文
書
」（﹃
新
編
香
川
叢
書
・
史
料
篇
㈡
﹄。
香
川
県
教
育
委
員
会
、

一
九
八
一
年
）。

（
８
）「
頓
証
寺
法
楽
詠
六
十
首
和
歌
」（﹃
草
根
集
﹄
所
収
。﹃
大
日
本
史
料
・
第
七
編

―
二
○
﹄。
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
、
一
九
八
五
年
）。

（
９
）以
上
の
記
述
は
、
上
野
進
氏「
白
峯
寺
の
歴
史
」（
前
掲﹃
白
峯
寺
調
査
報
告
書
﹄

第
２
部
第
２
章
）に
拠
っ
て
い
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

（
10
）白
峯
寺
の
総
合
調
査
は
前
出
の
﹃
白
峯
寺
調
査
報
告
書
﹄
第
１
分
冊
と
同
第
２

分
冊（
二
○
一
三
年
）に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
11
）「
白
峯
寺
と
遍
路
」（
前
出
﹃
白
峯
寺
調
査
報
告
書
﹄
第
１
分
冊
第
２
部
第
２
章

第
６
節
）。

（
12
）「
白
峯
寺
文
書
」（
前
出﹃
新
編
香
川
叢
書
・
史
料
篇
㈡
﹄）。

（
13
）右
同
。
　

（
14
）「
白
峯
寺
文
書
」（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
影
写
本
。﹃
白
峯
寺
調
査
報
告

書
﹄第
２
分
冊
第
４
部
第
２
章「
中
世
に
お
け
る
白
峯
寺
の
構
造
」参
照
）。

（
15
）「
白
峯
寺
開
基
由
来
帳
」（
鎌
田
共
済
会
郷
土
博
物
館
蔵
）。
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（
16
）「
白
峯
寺
の
棟
札
」（
前
出﹃
白
峯
寺
調
査
報
告
書
﹄第
２
分
冊
第
６
部
第
２
章
）。

（
17
）「
白
峯
寺
文
書
」（
前
出﹃
新
編
香
川
叢
書
・
史
料
篇
㈡
﹄）。

（
18
）「
白
峯
寺
の
古
文
書
」（
前
出
﹃
白
峯
寺
調
査
報
告
書
﹄
第
２
分
冊
第
６
部
第
１

章
）。

（
19
）「
白
峯
寺
文
書
」（
前
出﹃
新
編
香
川
叢
書
・
史
料
篇
㈡
﹄）。

（
20
）前
出「
白
峯
寺
の
古
文
書
」。

（
21
）前
出「
白
峯
寺
の
棟
札
」。

（
22
）「
白
峯
寺
文
書
」（
前
出﹃
新
編
香
川
叢
書
・
史
料
篇
㈡
﹄）。

（
23
）前
出「
白
峯
寺
の
棟
札
」。

（
24
） 松
浦
正
一
氏
﹃
松
平
頼
重
伝
﹄
二
七
二
ペ
ー
ジ
（
財
団
法
人
松
平
公
益
会
、

一
九
六
四
年
）。

（
25
）﹃
新
編
香
川
叢
書
・
史
料
篇
㈠
﹄（
一
九
七
九
年
）。

（
26
）「
白
峯
寺
大
留
」（
整
理
番
号
７
―
２
。
白
峯
寺
蔵
。
以
下
、
整
理
番
号
・
白
峯

寺
蔵
の
表
示
は
省
く
）。

（
27
）「
白
峯
寺
諸
願
留
」（
７
―
５
）。

（
28
）文
久
三
年
「
御
用
日
記
」（
渡
辺
家
文
書
、
瀬
戸
内
海
歴
史
民
俗
資
料
館
蔵
。

以
下「
御
用
日
記
」は
渡
辺
家
文
書
で
あ
る
）。

（
29
）「
白
峯
寺
諸
願
留
」（
７
―
９
）。

（
30
）「
穆
公
遺
訓
諸
役
書
記
」（﹃
香
川
県
史
９
・
近
世
史
料
Ⅰ
﹄。
一
九
八
七
年
）。

（
31
） 

前
出「
白
峯
寺
の
古
文
書
」。

（
32
）「
白
峯
寺
諸
願
留
」（
７
―
７
）。

（
33
）「
白
峯
寺
諸
願
留
」（
７
―
５
）。

（
34
）「
白
峯
寺
大
留
」（
７
―
６
）。

（
35
）﹃
香
川
県
の
歴
史
﹄一
五
六
ペ
ー
ジ（
山
川
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）。 

（
36
）「
白
峯
寺
大
留
」（
７
―
２
）。
な
お
郡
に
は
二
名
の
大
政
所
が
置
か
れ
た
。

（
37
）以
下
、
文
化
三
年
の
雨
乞
祈
祷
関
係
は
「
白
峯
寺
大
留
」（
７
―
６
）と
「
白
峯

寺
諸
願
留
」（
７
―
７
）に
拠
っ
て
い
る
。

（
38
）前
出「
穆
公
遺
訓
諸
役
書
記
」。

（
39
）「
白
峯
寺
大
留
」（
７
―
６
）。

（
40
）「
白
峯
寺
諸
願
留
」（
７
―
７
）。

（
41
）詳
細
は
佐
藤
恒
雄
氏「
崇
徳
上
皇
と
法
楽
文
芸
」（
前
出﹃
白
峯
寺
調
査
報
告
書
﹄

第
２
分
冊
第
４
部
第
１
章
）参
照
。

（
42
）「
白
峯
寺
大
留
」（
７
―
２
）。

（
43
）「
白
峯
寺
諸
願
留
」（
７
―
５
）。

（
44
）「
御
室
御
所
沙
汰
書
」。

（
45
）文
久
三
年「
御
用
日
記
」。

（
46
）「
白
峯
寺
大
留
」（
７
―
２
）。

（
47
）「
白
峯
寺
諸
願
留
」（
７
―
９
）。
　

（
48
） ﹃
増
補
高
松
藩
記
﹄三
七
九
～
三
八
一
ペ
ー
ジ（
永
年
会
、
一
九
三
二
年
）。

（
49
） 

文
久
三
年「
御
用
日
記
」。

（
50
）文
化
九
年「
御
用
留
」（
別
所
家
文
書
、
香
川
県
立
文
書
館
蔵
）。
な
お
こ
の「
御

用
留
」
は
﹃
香
川
県
立
文
書
館
紀
要
・
第
16
号
﹄（
二
○
一
二
年
）に
翻
刻
さ
れ

て
い
る
。

（
51
）右
同
。

（
52
）前
出「
寺
社
記
︸。

（
53
）万
治
四
年
四
月「
北
条
郡
青
海
村
之
内
白
峯
寺
千
躰
仏
堂
領
高
帳
」。

（
54
）寛
文
十
二
年
九
月「
白
峯
寺
領
分
子
之
年
米
盛
帳
」。

（
55
）寛
文
十
一
年
九
月「
北
条
郡
林
田
村
内
白
峯
寺
領
新
開
検
地
帳
」。

（
56
）寛
文
十
一
年
四
月「
白
峯
寺
領
分
御
検
地
田
畑
名
寄
帳
」。

（
57
）元
禄
十
六
年
十
一
月「
青
海
村
白
峯
寺
領
順
道
畝
帳
」。

（
58
）元
文
五
年「
阿
野
郡
北
青
海
村
之
内
白
峯
寺
領
順
道
帳
」。

（
59
）明
治
四
年
三
月「
阿
野
郡
北
青
海
村
白
峯
寺
領
米
盛
帳
」。

（
60
）元
文
五
年
七
月「
阿
野
郡
北
林
田
村
之
内
白
峯
寺
領
順
道
帳
」。

（
61
）寛
延
二
年
九
月「
阿
野
郡
北
林
田
村
之
内
白
峯
寺
領
米
盛
帳
」。

（
62
）宝
蔵
庫
蔵
。

（
63
）天
保
五
年「
御
用
日
記
」。



讃
岐
白
峯
寺
に
み
る
高
松
藩
と
地
域
社
会

四
三

（
64
）前
出「
白
峯
寺
の
棟
札
︸。

（
65
）「
白
峯
寺
末
寺
荒
地
書
上
」（
前
出
「
白
峯
寺
文
書
」︿﹃
新
編
香
川
叢
書
・
史
料

篇
㈡
﹄﹀）。

（
66
）「
白
峯
寺
所
蔵
﹃
恒
例
八
講
人
数
帳
﹄
に
つ
い
て
」（﹃
白
峯
寺
―
国
庫
補
助
に
よ

る
白
峯
寺
確
認
調
査
概
報
―
﹄。
香
川
県
、
二
○
一
一
年
）。

（
67
）以
上
、「
白
峯
寺
諸
願
留
」（
７
―
５
）。

（
68
）文
久
二
年「
御
用
日
記
」。

（
69
）前
出「
白
峯
寺
の
古
文
書
」。

（
70
）「
白
峯
寺
諸
願
留
」（
７
―
９
）。

（
71
）文
政
元
年「
御
用
日
記
」。

（
72
）前
出「
白
峯
寺
の
古
文
書
」。

（
73
）「
白
峯
寺
諸
願
留
」（
７
―
９
）。

（
74
）以
上
、「
白
峯
寺
大
留
」（
７
―
２
）。

（
75
）以
上
、「
白
峯
寺
諸
願
留
」（
７
―
５
）。

（
76
）以
上
、「
白
峯
寺
諸
願
留
」（
７
―
９
）。

（
77
）前
出「
白
峯
寺
開
基
由
来
帳
」。

（
78
）「
崇
徳
院
御
忌
開
帳
御
室
御
所
下
文
」。

（
79
）以
上
、「
白
峯
寺
大
留
」（
７
―
２
）。
な
お
元
文
二
年
の
開
帳
に
つ
い
て
は
、

六
月
に
「
当
時
観
音
開
帳
之
義
、
当
月
十
一
日
迄
ニ
御
座
候
、
先
頃
御
触
も
有

之
、
開
帳
相
止
、
其
上
雨
天
打
続
、
高
山
之
義
故
参
詣
人
少
御
座
候
、
依
之
七

月
廿
六
日
迄
開
帳
仕
度
」
と
、
雨
天
が
続
い
た
こ
と
や
高
山
の
た
め
参
詣
人
が

少
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
開
帳
延
長
の
願
書
が
出
さ
れ
て
い
る
。

（
80
）以
上
、
右
同
。

（
81
）「
白
峯
寺
諸
願
留
」（
７
―
５
）。
　

（
82
）「
白
峯
寺
大
留
」（
７
―
６
）。

（
83
）以
上
、「
白
峯
寺
諸
願
留
」（
７
―
７
）。

（
84
）文
政
十
二
年「
御
用
日
記
」。

（
85
）「
白
峯
寺
大
留
」（
７
―
２
）。

（
86
）以
上
、「
白
峯
寺
諸
願
留
」（
７
―
７
）。

（
87
）安
政
六
年「
御
用
日
記
」。

（
88
）文
久
三
年「
御
用
日
記
」。
　

（
89
）前
出「
白
峯
寺
の
棟
札
」。

（
90
）「
版
木
」（
前
出﹃
白
峯
寺
調
査
報
告
書
﹄第
３
部
第
７
章
第
１
節
。
読
点
木
原
）。

（
91
）「
白
峯
寺
諸
願
留
」（
７
―
５
）。

（
92
）前
出「
白
峯
寺
の
棟
札
」。

（
93
）「
白
峯
寺
諸
願
留
」（
７
―
５
）。

（
94
）以
上
、「
白
峯
寺
諸
願
留
」（
７
―
９
）。

（
95
）前
出「
白
峯
寺
の
棟
札
」。

（
96
）八
十
一
番
札
所
白
峯
寺
と
遍
路
道
で
つ
な
が
っ
て
い
る
、
次
の
八
十
二
番
札
所

根
香
寺
に
お
い
て
も
、
根
香
寺
の
属
す
る
香
川
郡
西
の
大
・
小
政
所
や
、
五
色

台
の
北
東
山
麓
の
村
々
な
ど
、
地
域
社
会
の
支
援
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
（
上
野
進
氏
「
近
世
に
お
け
る
根
香
寺
の
展
開
と
地
域
社
会
」、
香

川
県
・
香
川
県
教
育
委
員
会
﹃
四
国
八
十
八
ケ
所
霊
場
第
八
十
二
番
札
所
　
根

香
寺
調
査
報
告
書
﹄所
収
。
二
○
一
二
年
）。

︻
本
稿
は
﹃
四
国
八
十
八
ケ
所
霊
場
第
八
十
一
番
札
所
　
白
峯
寺
調
査
報
告
書
﹄
第
２

分
冊
第
４
部
第
６
章
「
近
世
の
白
峯
寺
と
地
域
社
会
」
を
改
訂
し
、
論
文
と
し
て
の

体
裁
に
整
え
直
し
て
論
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
白
峯
寺
の
ご
高
配
に
感
謝
申
し
上
げ

る
。︼

 

（
き
は
ら
ひ
ろ
ゆ
き
　
香
川
大
学
名
誉
教
授
）


